


 

 

「東京海上セレクション・日本株式」（以下「当ファンド」といいま

す。）は、主に国内株式を実質的な投資対象としています。当ファン

ドの基準価額は、組入れた株式の値動きやそれらの株式の発行者の信

用状況の変化等の影響により上下しますので、投資元本を割り込むこ

とがあります。したがって、当ファンドは元本が保証されているもの

ではありません。 

委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全

て投資家に帰属します。 

 

 

 

１．本書は金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。 

２．この投資信託説明書（交付目論見書）により行う当ファンドの受益権の募集については、委託

会社は、金融商品取引法第５条の規定により有価証券届出書を平成21年９月18日に関東財務局

長に提出しており、平成21年９月19日にその効力が生じております。 

３．金融商品取引法第13条第２項第２号に規定する「ファンドの詳細情報」を記載した投資信託説

明書（請求目論見書）は投資家から請求された場合に交付されます。投資家が投資信託説明書

（請求目論見書）の交付を請求した場合には、投資家も自ら交付請求したことを記録しておい

てください。 

なお、当該内容は金融庁のＥＤＩＮＥＴ（電子開示システム）および委託会社のホームページ

で閲覧することができます。 

 

 

 

 

発行者名 東京海上アセットマネジメント投信株式会社 

代表者の役職氏名 取締役社長 大場 昭義 

本店の所在の場所 東京都千代田区丸の内一丁目３番１号 

募集内国証券投資信託受益証券に係る 

ファンドの名称 
東京海上セレクション・日本株式 

募集内国投資信託受益証券の金額 上限 １兆円 

有価証券届出書・有価証券届出書の 

訂正届出書の写しを縦覧に供する場所 
該当なし 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次ページ以降に、この投資信託をお申込みされるご投資家の皆様に、 

あらかじめご確認いただきたい重要事項を記載しております。 

お申込みの際には、重要事項および投資信託説明書（交付目論見書）

をよくお読みいただき、商品内容・リスクを十分ご理解のうえ、お申込み 

くださいますようお願い申し上げます。 



下記の事項は、「東京海上セレクション・日本株式」（以下｢当ファンド｣といいます。）を

お申込みされるご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお

知らせするものです。 

当ファンドは、主に国内の株式等を実質的な投資対象としますので、これら組入れ

資産の価格下落等により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 

お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書（交付目論見書）の内容を

よくお読みください。 

記 

■当ファンドに係るリスクについて 

当ファンドは、主に国内の株式等を実質的な投資対象としますので、ファンドに組入

れている株式等の価格下落、発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、

基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合に

は、為替の変動により損失を被ることがあります。 

したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額

の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 

当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」「流動性リスク」等

があります。 

 

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の｢投資リスク｣をご覧ください。 
 

■当ファンドに係る手数料等について 

○申込手数料 

当ファンドにはお申込み手数料はありません。 

○換金（解約）手数料 

当ファンドには換金（解約）手数料はありません。 

○信託財産留保額 

当ファンドには信託財産留保額はありません。 

○信託報酬 

ファンドの純資産総額に年1.575％（税抜1.5％）の率を乗じて得た額とします。 

○信託財産の財務諸表の監査に要する費用 

ファンドの純資産総額に対し、年 0.00525％（税抜 0.005％）を乗じて得た額としま

す。  

 



○その他の費用 

 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料 
 立替金の利息 
 借入金の利息 
 信託事務等に要する諸費用    等 
上記「その他の費用」は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 

 

「その他の費用」は実際の取引等に応じて決まる費用であるため、その金額を事前

に表示することはできません。同じくそれらを含む手数料等の合計金額についても、

同様に事前に表示することはできません。 

 

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の｢手数料等及び税金｣をご覧くださ

い。  
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ファンドの概要 

 
 

東京海上セレクション・日本株式 
 

この概要は、投資信託説明書(交付目論見書)の本文の内容を要約したもので、投資信託説

明書（交付目論見書）の一部です。 

詳細は本文の該当ページをご覧ください。 
 
フ ァ ン ド 名 東京海上セレクション・日本株式 

基 本 的 性 格 追加型投信／国内／株式 

主な投資対象 

主に日本法人の株式を投資対象とし、TOPIXを上回る投資成果を目
標として運用を行います。 

(当ファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。した

がって、実質的な運用はマザーファンドで行うこととなります｡) 

主 な リ ス ク 
株価変動リスク、流動性リスク等 

※詳しくは、本文の該当ページをご覧ください｡ 

主な投資制限 

株式への実質投資割合には、制限を設けません。 

外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下

とします。 

信 託 期 間 原則として、平成13年９月25日から無期限 

決 算 日 ６月20日（年１回。ただし、当日が休業日の場合には翌営業日とします。） 

収 益 分 配 

原則として、毎決算時に収益分配を行います。 

分配金額は、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決

定します。 

分配金は、自動的に無手数料で再投資されます。 

取得のお申込み 原則として、毎営業日にお申込みを受け付けます。 

お申込み単位 １円以上１円単位 

お申込み価額 お申込み受付日の基準価額 

お申込み手数料 手数料はありません。 

ご 換 金 の 

お 申 込 み 
原則として、毎営業日にお申込みを受け付けます。 

ご 換 金 単 位 １口単位 

ご 換 金 価 額 ご換金請求受付日の基準価額 

信託財産留保額 信託財産留保額はありません。 

ご換金代金のお支払い 
原則として、ご換金請求受付日から起算して５営業日目からお支払

いします。 

信 託 報 酬 信託財産の純資産総額に対し、年率1.575％（税抜1.50％） 
 
ご投資家の皆様におかれましては、投資信託説明書（交付目論見書）の本文をよくお読みいただき、
商品の内容・リスクを十分ご理解のうえ、お申込みくださいますようお願い申し上げます。 
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東京海上セレクション・日本株式 

 
 
ファンドの特色 
 

 

１.主に日本法人の株式に投資します。 
主に日本法人の株式を投資対象として運用するマザーファンド受益証券に投資します。

当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的

な運用は、マザーファンドで行うこととなります。 

 

２.TOPIX（東証株価指数）をベンチマークとして、中長期的にベ
ンチマークを上回る投資成果を目標とします。 

＊TOPIXは東京証券取引所が発表してる日本の株式市場の動きを捉える代表的な株価
指数です。TOPIXの指数値および商標は、東京証券取引所の知的財産であり、
TOPIXに関するすべての権利は東京証券取引所が有します。東京証券取引所は、
TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、公表の停止、TOPIXの商標の変
更、使用の停止を行うことができます。 

 

３.ポートフォリオは、セクター判断（業種配分）と銘柄選択を付
加価値の源泉として構築します。 
● セクター判断（業種配分） 

委託会社独自の業種分類において、各業種の株価時価総額ウエイトを算出したもの

をベースに、業種基準ポートフォリオ（業種別の組入れ率）を決定します。 

● 銘柄選択 

当該企業の成長性と株価の割安度の双方をミックスした委託会社独自の分析システ

ムの活用と、企業訪問などによる徹底した調査・分析を基に銘柄選択を行います。 

 

４.お申込み時の手数料はありません。 
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ファンドの概要 

 
 
    

ファンドの主なリスク 
 

当ファンドは、主に株式など値動きのある証券を実質的な投資対象とします

ので、基準価額は変動します。 

基準価額の主な変動要因は以下の通りです。 
 

株価変動リスク 

株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動し
ます。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります（発行
企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなるこ
ともあります｡)。組入銘柄の株価が大きく下落した場合には、基準価額が下
落する要因となります。 

流動性リスク 

受益者から短期間に相当金額の解約申込があった場合、ファンドは組入資産
を売却することで解約金額の手当てを行いますが、組入資産の市場における
流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価格で売却せざるを
得ないことがあります。これに伴い基準価額が大きく下落することがありま
す。 

 

※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）本文の投資リスクに関する項目をご覧ください。

 

 

その他 
 

＜投資信託の特徴＞ 
 
投資信託は、その商品性格から次の特徴をご理解のうえご購入ください。 

 
・投資信託は株式・公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。 

・投資信託は金融機関の預金と異なり元金が保証されているものではありません。 

・投資信託は保険契約および預金ではありません。 

・投資信託は保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。 

・投資信託は預金保険の対象ではありません。 

・登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。 

・当ファンドは、主に国内株式を実質的な投資対象としています。当ファンドの基準価額は、組入れ

た株式の値動きやそれらの株式の発行者の信用状況の変化等の影響により上下しますので、投資元

本を割り込むことがあります。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありませ

ん。 

・委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。 
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東京海上セレクション・日本株式 

 
 
 

費用と税金 
 
◆お申込み時に直接ご負担いただく費用等 
 
・お申込み時に直接ご負担いただく手数料等はありません。 
 

◆ご換金時等に直接ご負担いただく費用等 
 
・ご換金時、償還時に直接ご負担いただく手数料等はありません。 
 

◆信託財産で間接的にご負担いただく（信託財産が支払う）費用・税金等 
 

時 期 項 目 費  用 

信託財産の純資産総額に対し……年率1.575％ (税抜1.50％) 

委託会社……………年率 0.735％ (税抜0.70％) 

販売会社……………年率 0.756％ (税抜0.72％) 
毎  日 信 託 報 酬

(内訳) 

受託会社……………年率 0.084％ (税抜0.08％) 
 
・上記の他、信託財産の財務諸表の監査に要する費用、信託事務等に要する諸費用、立替金の利息、

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費用、外国に

おける資産の保管等に要する費用および借入金の利息等をご負担いただきます。 

 

 

◆税金について 
 
○当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われますが、確定拠出年金法に規定す

る資産管理機関および連合会等の場合は、収益分配金および解約時・償還時の個別元本

超過額に対する所得税および地方税はかかりません。 

なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税

制が適用されます。 

（上記によらない受益者（法人）に対する課税については、投資信託説明書（交付目論見

書）本文の課税上の取扱いをご参照ください。） 

 

 

 

 

税法等が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。 
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ファンドの概要 
 

 

 

商品分類 
 

当ファンドは、追加型投信／国内／株式に属します。 

当ファンドの商品分類表および属性区分表は、以下の通りです。 
 

 
商品分類表 

単位型投信・追加型投信 投資対象地域 
投資対象資産 
（収益の源泉） 

 
 
 

単位型投信 
 
 
 

追加型投信 
 

 
 

国  内 
 
 

海  外 
 
 

内  外 

 
株  式 
 

債  券 
 

不動産投信 
 

その他資産 
（    ） 

 
資産複合 
 

 

 

属性区分表 

投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 
 
株式 
 一般 
 大型株 
 中小型株 
 
債券 
 一般 
 公債 
 社債 
 その他債券 
クレジット属性 
（  ） 
 
不動産投信 
 
その他資産 
（投資信託証券（株式（一般））） 
 
資産複合 
（    ） 
 資産配分固定型 
 資産配分変更型 
 

 
年1回 
 

年2回 
 

年4回 
 

年6回 
（隔月） 
 

年12回 
（毎月） 
 
日々 
 

その他 
（  ） 

 
グローバル 

 
日本 
 
北米 
 
欧州 
 

アジア 
 

オセアニア 
 

中南米 
 

アフリカ 
 

中近東 
（中東） 
 

エマージング 

 
 
 
 
 
 

ファミリーファンド 
 
 
 
 
 
 
 
ファンド・オブ・ファンズ 

※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。 

 

商品分類・属性区分の定義については、投資信託説明書（交付目論見書）本文をご覧ください。 
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第一部 証券情報 
 

(1) ファンドの名称 

東京海上セレクション・日本株式（以下「当ファンド」ということがあります。） 

 

(2) 内国投資信託受益証券の形態等 

追加型証券投資信託の受益権です。 

当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の

規定に基づく投資信託の受益権であり、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事

項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口

座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記

載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることに

より定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社である東京海上アセットマネジ

メント投信株式会社（以下「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等がある場合を

除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、振替受益権には無記名式や

記名式の形態はありません。 

当初の１口当たり元本は１円です。 

格付は取得していません。 

 

(3) 発行（売出）価額の総額 

１兆円を上限とします。 

 

(4) 発行（売出）価格 

取得申込受付日の基準価額 

基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。 

●委託会社のお問い合わせ先（以下「委託会社サービスデスク」といいます。） 

東京海上アセットマネジメント投信 サービスデスク 

０１２０－７１２－０１６（土日祝日・年末年始を除く９時～17時） 

 

(5) 申込手数料 

申込時の手数料はありません。 

 

(6) 申込単位 

① １円以上１円単位となります。 

② 上記①にかかわらず、自動けいぞく（累積）投資に基づく収益分配金の再投資に際しては、１

口の整数倍をもって取得できます。 

 

(7) 申込期間 

平成21年９月19日から平成22年９月17日まで 

上記申込期間中の毎営業日にお申込みを受け付けます。 
※申込期間は、上記期間満了前に委託会社が有価証券届出書を提出することにより更新されます。 

 

(8) 申込取扱場所 

販売会社の本・支店のうち、確定拠出年金制度に基づいた受益権の取得申込を取扱う部店のみ

での取扱いとなりますのでご留意ください。詳しくは販売会社の最寄りの本・支店等にお問い

合わせください。なお、販売会社については、委託会社サービスデスクにお問い合わせくださ

い。 

 

(9) 払込期日 

取得申込者は、申込金（発行価格に取得申込口数を乗じて得た申込時の支払総額をいいま

す。）を販売会社所定の期日までに販売会社に支払うものとします。 

各取得申込日の発行価額の総額は各追加信託が行われる日に、販売会社から、委託会社の指定

する口座を経由して、受託会社である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（以下「受託会社」といい
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ます。）の指定する当ファンドの口座に振込まれます。 

 

(10) 払込取扱場所 

申込金は、お申込みの販売会社にお支払いください。 

 

(11) 振替機関に関する事項 

当ファンドの受益権の振替機関は下記の通りです。 

株式会社証券保管振替機構 

 

(12) その他 

① 申込の方法 

a.当ファンドの取得申込者は、原則として確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づ

いて受益権の取得申込を行う資産管理機関および連合会等に限るものとします。ただし、ファ

ンドの設定・維持のため委託会社またはその関係会社が自己の資金をもって取得する場合はこ

の限りではありません。 

b.受益権の取得申込は、販売会社において申込期間中の毎営業日に受け付けます。 
c.取得申込者は、申込金額相当額の申込金を販売会社に支払うものとします。ただし、当ファン

ドは上記「(9)払込期日」にしたがい受託会社に払込まれた時点で初めて設定がなされ、取得

申込者はその時点から当ファンドの当該設定にかかる受益者となります。申込金には利息を付

けません。 

d.取得申込の受付は、原則として午後３時までの受付分を当日分とし、この受付時間を過ぎてか

らの申込分は翌営業日の受付分とします。 

e.上記にかかわらず、証券取引所（※）における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを

得ない事情が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受

益権の取得申込の受付を中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すこと

ができます。 
(※)金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号

ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商

品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行う市場および当該市場を開設するもの

を「証券取引所」といいます（以下、本書において同じ。）。 

f.取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込を行うものとします。(ただし、既に

取引口座をお持ちの場合を除きます。) 

g.当ファンドは、収益の分配がなされた場合、分配金を再投資する自動けいぞく（累積）投資専

用ファンドです。このため申込の際、取得申込者と販売会社の間で、自動けいぞく（累積）投

資に関する契約を締結する必要があります。 
※上記の契約について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約等が用いられることがあります。

この場合、当該別の名称に読替えるものとします（以下同じ。）。 

② 日本以外の地域における発行 

該当ありません。 

③ 振替受益権について 

当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に

記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。 

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」

に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 
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第二部 ファンド情報 
 

第１ ファンドの状況 
１ ファンドの性格 
(1) ファンドの目的及び基本的性格 

① ファンドの目的 

当ファンドは、東京証券取引所第一部の上場銘柄全体の値動きをあらわすＴＯＰＩＸ（東証株

価指数）を中長期的に上回る信託財産の成長を目標とし、同様の運用目標を持つ「ＴＭＡ日本

株アクティブマザーファンド」（以下「マザーファンド」ということがあります。）受益証券

を主要投資対象として運用を行います。 
※ＴＯＰＩＸは東京証券取引所が発表している日本の株式市場の動きを捉える代表的な株価指数です。

ＴＯＰＩＸの指数値および商標は、東京証券取引所の知的財産であり、ＴＯＰＩＸに関するすべての

権利は東京証券取引所が有します。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出若しくは公表の方

法の変更、公表の停止、ＴＯＰＩＸの商標の変更、使用の停止を行うことができます。 

※「ＴＭＡ」とは委託会社である「東京海上アセットマネジメント投信株式会社（TOKIO MARINE ASSET 

MANAGEMENT CO.,LTD.）」の略称です。 

② 基本的性格 

当ファンドは、追加型投信／国内／株式に属します。 

当ファンドの商品分類表および属性区分表は、以下の通りです。 
 

商品分類表 

単位型投信・追加型投信 投資対象地域 投資対象資産 
（収益の源泉） 

 
 
 

単位型投信 
 
 
 

追加型投信 
 

 
 

国  内 
 
 

海  外 
 
 

内  外 

 
株  式 

 
債  券 

 
不動産投信 

 
その他資産 
（    ） 

 
資産複合 

 
 

属性区分表 
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 

 
株式 
 一般 
 大型株 
 中小型株 
 
債券 
 一般 
 公債 
 社債 
 その他債券 
クレジット属性 
（  ） 

 
不動産投信 
 
その他資産 
( 投 資 信託 証 券
（株式(一般））） 
 
資産複合 
（    ） 
 資産配分固定型 
 資産配分変更型 

 
年1回 
 
年2回 
 
年4回 
 
年6回 
（隔月） 
 
年12回 
（毎月） 
 
日々 
 
その他 
（  ） 

 
グローバル 
 
日本 
 
北米 
 
欧州 
 
アジア 
 
オセアニア 
 
中南米 
 
アフリカ 
 
中近東 
（中東） 
 
エマージング 

 
 
 
 
 
 
ファミリーファンド 
 
 
 
 
 
 
 
ファンド・オブ・ファンズ 

※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。 
※投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通
じて投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。 
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商品分類の定義 

単位型投信 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その

後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。 

単位型・ 

追加型 

追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行わ

れ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいま

す。 

国内 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主

たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載

があるものをいいます。 

海外 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主

たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載

があるものをいいます。 

投資対象 

地域 

内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の

資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載がある

ものをいいます。 

投資対象 

資産 

株式 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主

たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載がある

ものをいいます。 

 債券 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主

たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載がある

ものをいいます。 

 不動産投信（リート） 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主

たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および

不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるも

のをいいます。 

 その他資産 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主

たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外

の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 

 資産複合 目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動

産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益

を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 

独立区分 ＭＭＦ（マネー・マネー

ジメント・ファンド） 

社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する規則」

に定められるＭＭＦをいいます。 

 ＭＲＦ（マネー・リザー

ブ・ファンド） 

社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する規則」

に定められるＭＲＦをいいます。 

 ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令

480号）第8条第2号に規定する証券投資信託をいいます。 

補足分類 インデックス型 目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動す

る運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。 

 特殊型 目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注

意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは

運用手法の記載があるものをいいます。 

※商品分類の定義は、社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成

しております。 

 

属性区分の定義 

投資対象 

資産 

株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものを

いいます。 

  大型株 目論見書または投資信託約款において、主として大型株に

投資する旨の記載があるものをいいます。 

  中小型株 目論見書または投資信託約款において、主として中小型株

に投資する旨の記載があるものをいいます。 

 債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全ての

ものをいいます。 
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  公債 目論見書または投資信託約款において、日本国または各国

の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関

債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資

する旨の記載があるものをいいます。 

  社債 目論見書または投資信託約款において、企業等が発行する

社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。

  その他債券 目論見書または投資信託約款において、公債または社債以

外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいま

す。 

  格付等クレ

ジットによ

る属性 

目論見書または投資信託約款において、上記債券の「発行

体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記

載があるものについては、上記債券に掲げる区分に加え

「高格付債」「低格付債」等を併記します。 

 不動産投信 目論見書または投資信託約款において、主として不動産投

信に投資する旨の記載があるものをいいます。 

 その他資産 目論見書または投資信託約款において、主として株式、債

券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものを

いいます。 

 資産複合 資産配分 

固定型 

目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対

象とし、組入比率については固定的とする旨の記載がある

ものをいいます。 

  資産配分 

変更型 

目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対

象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記

載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものを

いいます。 

決算頻度 年１回 目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨

の記載があるものをいいます。 

 年２回 目論見書または投資信託約款において、年２回決算する旨

の記載があるものをいいます。 

 年４回 目論見書または投資信託約款において、年４回決算する旨

の記載があるものをいいます。 

 年６回（隔月） 目論見書または投資信託約款において、年６回決算する旨

の記載があるものをいいます。 

 年12回（毎月） 目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）決

算する旨の記載があるものをいいます。 

 日々 目論見書または投資信託約款において、日々決算する旨の

記載があるものをいいます。 

 その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。 

投資対象 

地域 

グローバル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投

資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをい

います。 

 日本 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投

資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをい

います。 

 北米 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投

資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの

をいいます。 

 欧州 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投

資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの

をいいます。 

 アジア 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投

資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記

載があるものをいいます。 
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 オセアニア 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投

資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があ

るものをいいます。 

 中南米 

 

目論見書または投資信託約款において、組入資産による投

資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるも

のをいいます。 

 アフリカ 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投

資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載がある

ものをいいます。 

 中近東（中東） 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投

資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるも

のをいいます。 

 エマージング 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投

資収益がエマージング地域（複数の新興成長国（地域））

の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 

投資形態 ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファ

ンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きま

す。）を投資対象として投資するものをいいます。 

 ファンド・オブ・ファン

ズ 

社団法人投資信託協会の「投資信託等の運用に関する規

則」第2条に規定されるファンド・オブ・ファンズをいい

ます。 

為替 

ヘッジ 

あり 

 

目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジ

または一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるも

のをいいます。 

 なし 

 

目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行

わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の

記載がないものをいいます。 

対象イン

デックス 

日経２２５ 

 

目論見書または投資信託約款において、日経２２５に連動

する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。 

 ＴＯＰＩＸ 目論見書または投資信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動

する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。 

 その他 上記指数にあてはまらない全てのものをいいます。 

特殊型 ブル・ベア型 目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッジ

目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・

資産等への連動若しくは逆連動（一定倍の連動若しくは逆

連動を含む。）を目指す旨の記載があるものをいいます。

 条件付運用型 目論見書または投資信託約款において、仕組債への投資ま

たはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする

投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終

了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条

件によって決定される旨の記載があるものをいいます。 

 ロング・ショート型 

／絶対収益追求型 

目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左右

されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショー

ト戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをい

います。 

 その他型 目論見書または投資信託約款において、上記特殊型に掲げ

る属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用

手法の記載があるものをいいます。 

※属性区分の定義は、社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成

しております。 

 

③ 信託金の限度額 

当ファンドの信託金限度額は、信託約款の定めにより１兆円となっています。ただし、受託会

社と合意のうえ、変更することができます。 
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④ ファンドの特色 

当ファンドの運用は、「ファミリーファンド方式」で行います。原則として、マザーファンド

受益証券の組入比率は高位に保ちます。ただし、投資環境等によっては弾力的に運用すること

があります。 
※「ファミリーファンド方式」とは、受益者の投資資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主

としてマザーファンド（親投資信託）に投資することにより、実質的な運用をマザーファンドにて行

う方式です。ベビーファンドがマザーファンドに投資するに際しての投資コストはかかりません。ま

た、将来、新たなベビーファンドを設定し、マザーファンドへ投資することがあります。 

 

投資家
（受益者）

申込金

解約金

投資

損益

ベビーファンド
（当ファンド）

マザーファンド
（親投資信託）

日本法人の
株式等

投資

損益

投資家
（受益者）

申込金

解約金

投資

損益

ベビーファンド
（当ファンド）

マザーファンド
（親投資信託）

日本法人の
株式等

投資

損益
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(2) ファンドの仕組み 

① ファンドの仕組み 

東京海上セレクション・日本株式

当ファンド

東京海上アセットマネジメント投信株式会社
信託財産の運用指図等

委託会社

証券投資信託契約
(注１)

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
【再信託受託会社】

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
信託財産の保管・管理等

受託会社

募集・販売の取扱い、一部解約事務
収益分配金・解約金・償還金の支払い等

販売会社

募集・販売等の取扱いに関する契約(注２)

投資家（受益者）

申込金のお支払い
収益分配金・解約金・償還金のお受け取り等

(注１)ファンドの投資対象や投資制限、
委託会社・受託会社・受益者の権
利義務関係等が規定されています。

(注２)販売会社が行う取得申込の受付、
解約請求の受付、収益分配金・解
約金・償還金の支払い等について
規定されています。

ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド

マザーファンド
（親投資信託）

東京海上セレクション・日本株式

当ファンド

東京海上アセットマネジメント投信株式会社
信託財産の運用指図等

委託会社

証券投資信託契約
(注１)

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
【再信託受託会社】

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
信託財産の保管・管理等

受託会社

募集・販売の取扱い、一部解約事務
収益分配金・解約金・償還金の支払い等

販売会社

募集・販売等の取扱いに関する契約(注２)

投資家（受益者）

申込金のお支払い
収益分配金・解約金・償還金のお受け取り等

(注１)ファンドの投資対象や投資制限、
委託会社・受託会社・受益者の権
利義務関係等が規定されています。

(注２)販売会社が行う取得申込の受付、
解約請求の受付、収益分配金・解
約金・償還金の支払い等について
規定されています。

ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド

マザーファンド
（親投資信託）

 
 

② 委託会社の概況 

・名称    東京海上アセットマネジメント投信株式会社 

・資本金の額 20億円（平成21年７月末日現在） 

・会社の沿革 

昭和60年12月 東京海上グループ（現：東京海上日動グループ）等の出資により、資産運

用ビジネスの戦略的位置付けで、東京海上エム・シー投資顧問株式会社の

社名にて資本金２億円で設立 

昭和62年２月 投資顧問業者として登録 

  同年６月 投資一任業務認可取得 

平成３年４月 国内および海外年金の運用受託を開始 

平成10年５月 東京海上アセットマネジメント投信株式会社に社名変更し、投資信託法上

の委託会社としての免許取得 

平成19年９月 金融商品取引業者として登録 

 

・大株主の状況（平成21年７月末日現在） 

株主名 住所 所有株数 所有比率

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 38,300株 100.0％
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２ 投資方針 
 

(1) 投資方針 

１．基本方針 

『株式ポートフォリオの構築は、ジグソーパズルを完成させるようなもの』と考えています。

ただし、完成した絵が決まっておらず時々刻々と変化するジグソーパズルであり、「完成され

た時のジグソーパズルの絵を思い描く力（社会、経済、企業、技術などの環境変化を捉える

力）」と「小さなピースを一つ一つ丹念に集めてくる努力（個別銘柄の調査・発掘）」が株式

投資に不可欠と考え、年金運用でそのノウハウをつちかってまいりました。 

そのノウハウを最大限に活用し、当ファンドにおいても、社会的変化を見据え、その中で中長

期的な企業成長が可能な企業を調査・分析し、投資を行うとの考え方に基づき、当ファンドに

おいては、主として以下の方針で運用を行うマザーファンド受益証券に投資します。 

① 信託財産の中長期的な成長を目標とし、日本法人の株式に投資します。 

② ＴＯＰＩＸ をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標とします。 

 

２．運用方法 

(1) 主要投資対象 

主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、このほ

か内外の株式等に直接投資することがあります。 

(2) 投資態度 

① 主として証券取引所に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式（これらに

準じるものも含みます。）を主要投資対象として運用するマザーファンド受益証券に投

資します。 

② ＴＯＰＩＸをベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標とします。 

③ 当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な

運用は、マザーファンドで行うこととなります。 

④ 株式以外の資産（マザーファンド受益証券を通じて投資する場合は、当該マザーファン

ドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、当ファンドの信託財産に属するとみなし

た部分を含みます。）への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。 

⑤ ただし、資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来

ない場合があります。 

 

＜参考情報＞マザーファンドの投資方針、主な投資対象と投資制限(要約) 

◇ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド 

＜基本方針＞① 信託財産の中長期的な成長を目標とし、日本法人の株式に投資します。 

      ② ＴＯＰＩＸをベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標とします。 

(1) 投資対象 

証券取引所に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式（これらに準じるものも含みま

す。）を主要投資対象とします。 

(2) 運用方針 

① ポートフォリオは、セクター判断（業種配分）と銘柄選択を付加価値の源泉として構築します。 

② セクター判断は、ベンチマークに採用されている銘柄を委託会社独自の業種区分により分類し、各業

種の株価時価総額ウエイトを算出したものをベースとし、以下の判断、要因を勘案の上、業種基準ポ

ートフォリオを決定します。 

―― ファンダメンタルズ、バリュエーション、テクニカルの以下３視点による計量分析に定性的判

断を加味します。 

・業種共通のマクロ指標と各業種ごとのセミマクロ指標によるファンダメンタルズ分析 

・業種別ＰＥＲ、ＰＢＲ等によるバリュエーション分析 

・計量的アプローチを用いたテクニカル分析 

―― 構造的（長期的）要因と循環的（短期的）要因を考慮します。 

③ 当該企業の成長性と株価の割安度の双方をミックスした当社独自の分析システムの活用と、企業訪問

などによる徹底した調査・分析を基に行います。 

―― 成長性、割安度双方の視点のミックス（ＧＡＲＰ：Growth at a Reasonable Price） 

・成長性－ＲＯＥ、経常増益率、利益予想変化 など 
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・割安度－株価純資産倍率、株価収益率、キャッシュフロー倍率 など 

―― アナリスト、ファンド・マネージャーによる企業訪問など調査・分析 

 銘柄選択の着眼点としては、市場動向分析や競合状態分析による「事業環境の予測」およびコスト分

析、差異化分析や事業戦略分析による同業他社比較における「競争優位の評価」などが中心となりま

す。 

④ 基本的には株式への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質株式組入比率

の調整を機動的に行います。 

業 種 配 分 銘 柄 選 択+

ファンダメンタル
（収益動向等）

バリュエーション
（相対株価収益率）

テクニカル
（対市場パフォーマンス）

委託会社独自の業種分類におい
て以下の3視点による計量分析
に定性的判断を加味

構造的（長期的）要因と
循環的（短期的）要因を考慮

成長性
（株主資本利益率(ROE)
経常増益率等）

割安度
（株価収益率(PER)

株価純資産倍率(PBR)等）

成長性と割安度で銘柄選択

企業訪問を中心とした
個別銘柄の調査・分析

業 種 配 分 銘 柄 選 択+

ファンダメンタル
（収益動向等）

バリュエーション
（相対株価収益率）

テクニカル
（対市場パフォーマンス）

委託会社独自の業種分類におい
て以下の3視点による計量分析
に定性的判断を加味

構造的（長期的）要因と
循環的（短期的）要因を考慮

成長性
（株主資本利益率(ROE)
経常増益率等）

割安度
（株価収益率(PER)

株価純資産倍率(PBR)等）

成長性と割安度で銘柄選択

企業訪問を中心とした
個別銘柄の調査・分析

 
 

事業環境の予測

競争優位の比較

事
業
環
境

競争優位

高成長事業

安定成長事業

低成長事業

投資対象

高低

悪

良

事業環境の予測

競争優位の比較

事
業
環
境

競争優位

高成長事業

安定成長事業

低成長事業

投資対象

高低

悪

良

事
業
環
境

競争優位

高成長事業

安定成長事業

低成長事業

投資対象

高低

悪

良

 

＜投資制限＞ 

(1) 株式への投資割合には、制限を設けません。 

(2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。 

(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。

(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 

(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。 

(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下

とします。 

(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の

10％以下とします。 

※大量の追加設定または解約が生じたとき、市況の急激な変化が予想されるとき、ならびに信託財産の規

模によっては上記のような運用ができない場合があります。 
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(2) 投資対象 

１．当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

(1) 次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条で定めるものをいい

ます。以下同じ。） 

① 有価証券 

② デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約

款第22条（先物取引等の運用指図）、第23条（スワップ取引の運用指図）および第24条

（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図）に定めるものに限ります。） 

③ 金銭債権（①④に掲げるものに該当するものを除きます。） 

④ 約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。） 

(2) 次に掲げる特定資産以外の資産 

為替手形 

 

２．委託会社は、信託金を、主として東京海上アセットマネジメント投信株式会社を委託会社とし、

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社として締結された「ＴＭＡ日本株アクティブマザーフ

ァンド」の受益証券および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券

とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。 

(1) 株券または新株引受権証書 

(2) 国債証券 

(3) 地方債証券 

(4) 特別の法律により法人の発行する債券 

(5) 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除

きます。） 

(6) 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい

ます。） 

(7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号

で定めるものをいいます。） 

(8) 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの

をいいます。） 

(9) 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引

法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。） 

(10)コマーシャル・ペーパー 

(11)新株引受権証券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権

証券を含みます。）および新株予約権証券 

(12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(1)から(11)までの証券または証書の

性質を有するもの 

(13)投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの

をいいます。） 

(14)投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定める

ものをいいます。） 

(15)外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま

す。） 

(16)オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを

いい、有価証券にかかるものに限ります。） 

(17)預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。） 

(18)外国法人が発行する譲渡性預金証書 

(19)指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の

受益証券に限ります。） 

(20)抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。） 

(21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託

の受益証券に表示されるべきもの 

(22)外国の者に対する権利で上記(21)の有価証券の性質を有するもの 

なお、(1)の証券または証書、(12)および(17)の証券または証書のうち(1)の証券または証書
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の性質を有するものを以下「株式」といい、(2)から(6)までの証券、(12)および(17)の証券ま

たは証書のうち(2)から(6)までの証券の性質を有するものならびに(14)の投資法人債券を以下

「公社債」といい、(13)の証券および(14)の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資

信託証券」といいます。 

 

３．委託会社は、信託金を、上記２．に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取

引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）に

より運用することを指図することができます。 

(1) 預金 

(2) 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま

す。） 

(3) コール・ローン 

(4) 手形割引市場において売買される手形 

(5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの 

(6) 外国の者に対する権利で(5)の権利の性質を有するもの 

 

４．上記２．の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、

委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記３．に掲げる金融商品に

より運用することの指図ができます。 

 

(3) 運用体制 

当ファンドの運用は、投資方針に基づき主に日本法人の株式に投資します。実質的な運用は、

マザーファンドで行います。マザーファンドの運用方針は、毎月開催される投資政策委員会にお

いて決定します。 

 

１．運用目標の設定

２．運用方針の決定

３．ポートフォリオの構築

４．パフォーマンス評価、要因分析
運用管理委員会（ＰＲＣ）

＜１回／月＞

リ
ス
ク
管
理

運用方針決定プロセス

国内株式ストラテジー委員会
株価の方向性・レンジなどの判断

当社独自の業種分類に基づくセクター判断

＜1回／月、随時＞

ミクロ委員会
国内株式投資対象ユニバースの選定

＜1回／月、随時＞

投資政策委員会（ＩＰＣ）
基本的な投資政策の決定

ファンドの運用方針の決定

＜1回／月＞

１．運用目標の設定

２．運用方針の決定

３．ポートフォリオの構築

４．パフォーマンス評価、要因分析
運用管理委員会（ＰＲＣ）

＜１回／月＞

リ
ス
ク
管
理

運用方針決定プロセス

国内株式ストラテジー委員会
株価の方向性・レンジなどの判断

当社独自の業種分類に基づくセクター判断

＜1回／月、随時＞

ミクロ委員会
国内株式投資対象ユニバースの選定

＜1回／月、随時＞

投資政策委員会（ＩＰＣ）
基本的な投資政策の決定

ファンドの運用方針の決定

＜1回／月＞

 
当ファンドは運用第一部（12名）が社内規則である「投資運用業に係る業務運営規程」に基づき

運用を担当します。 

運用におけるリスク管理は、運用リスク管理部門（６名）による法令・運用ガイドライン等の

遵守状況のチェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバッ

クされるとともに、原則として月１回開催される運用管理委員会（管理本部担当役員を委員長に、

運用・営業・商品企画などファンド運用に関係する各部長が参加）において投資行動の評価が行

われます。（リスク管理についての詳細は、「３ 投資リスク」の「３.管理体制」をご参照くだ

さい） 
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この運用管理委員会での評価もふまえて、投資政策委員会（運用本部長を委員長とし、各運用

部長が参加）において運用方針を決定し、より質の高い運用体制の維持・向上を目指します。 

また、受託銀行等の管理については、関連部署において、受託銀行業務等に関する「内部統制

の整備及び運用状況報告書（SAS70）」の入手・検証、現地モニタリング等を通じて実施しており

ます。 

（上記の体制や人員等については、平成21年７月末日現在） 

 

(4) 分配方針 

年１回（原則として６月20日、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、毎決算時に原則として

以下の通り収益分配を行う方針です。 

① 分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた利子・配当等収益および売買益（評価益を含

みます。）等の全額とし、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して収益分配金額

を決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあり

ます。なお、収益の分配に充当せず、信託財産内に留保した利益については、投資方針に基

づいて運用を行います。 

② 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 

a.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控

除した額（「配当等収益」といいます。）は、諸経費(※)、信託報酬および当該信託報酬に

かかる消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を控除

した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてる

ため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 

b.売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費(※)、

信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあ

るときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。

なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることが

できます。 
（※）諸経費とは、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（消費税等相当額を含み

ます。）、信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）ならびに

受託会社の立替えた立替金の利息をいいます。 

③ 計算期末において信託財産に損失が生じた場合は、次期に繰越します。 

④ 分配金は、自動けいぞく（累積）投資に関する契約に基づき、自動的に無手数料で再投資さ

れます。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 

 

(5) 投資制限 

① 運用の基本方針に基づく制限（約款別紙「運用の基本方針」） 

a.株式への投資割合には、制限を設けません。 

b.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産

の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の100

分の20を超えることとなる投資の指図をしません。 
※信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、

マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいい

ます。（以下同じ。） 

c.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーフ

ァンドに属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると

みなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図

をしません。 

d.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）の時

価総額とマザーファンドに属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなし

た額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしま

せん。 

e.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドに属する当該同

一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純

資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。 

f.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
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とマザーファンドに属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額

のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を

超えることとなる投資の指図をしません。 

g.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法

第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該

新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施

行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転

換社債型新株予約権付社債」といいます。）の時価総額とマザーファンドに属する当該同一

銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属すると

みなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指

図をしません。 

② 投資する株式等の範囲（約款第19条） 

a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取

引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび証券取引所に準ずる市場におい

て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権

者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りでは

ありません。 

b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予

約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委

託会社が投資することを指図することができるものとします。 

③ 信用取引（約款第21条） 

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの

指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡または買戻によ

り行うことの指図をすることができるものとします。 

b.上記a.の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産

に属する当該売付にかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額

が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 

c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる建玉の時価総額の合計額が信託

財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相

当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。 

④ 先物取引等（約款第22条） 

a.委託会社は、日本国内の証券取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８

項第３号イに掲げるものをいいます。本書において同じ。）、有価証券指数等先物取引（金

融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。本書において同じ。）および

有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。

本書において同じ。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと

の指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします

（以下同じ。）。 

b.委託会社は、日本国内の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならび

に外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をす

ることができます。 

c.委託会社は、日本国内の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならび

に外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。 

⑤ スワップ取引（約款第23条） 

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利また

は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」

といいます。）を行うことの指図をすることができます。 

b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない

ものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り

ではありません。 

c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評

価するものとします。 

d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、
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担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。 

⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引（約款第24条） 

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行

うことの指図をすることができます。 

b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信

託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものに

ついてはこの限りではありません。 

c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと

に算出した価額で評価するものとします。 

d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必

要と認めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。 

⑦ 有価証券の貸付（約款第25条） 

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を

次の範囲内で貸付の指図をすることができます。 

・株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の

時価合計額を超えないものとします。 

・公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有

する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 

b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額

に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 

c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うもの

とします。 

⑧ 公社債の空売（約款第26条） 

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産

に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済につ

いては、公社債（信託財産において借入れた公社債を含みます。）の引渡または買戻により

行うことの指図をすることができるものとします。 

b.上記a.の売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲

内とします。 

c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の

純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する

売付の一部を決済するための指図をするものとします。 

⑨ 公社債の借入（約款第27条） 

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入の指図をすることができ

ます。なお、当該公社債の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提

供の指図を行うものとします。 

b.上記a.の借入の指図は、当該借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲

内で行えるものとします。 

c.信託財産の一部解約等の事由により上記b.の借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純

資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借

入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 

d.上記a.の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。 

⑩ 特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第28条） 

外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められ

る場合には、制約されることがあります。 

⑪ 外国為替予約取引（約款第29条） 

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす

ることができます。 

b.上記a.の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき

円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す

る外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみ

なした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図につい

ては、この限りではありません。 
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c.信託財産の一部解約等の事由により上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会

社は所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売

買の予約取引の指図をするものとします。 

⑫ 資金の借入（約款第37条） 

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う

支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま

す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、

資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、

当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 

b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から

信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払

開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解

約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業

日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金およ

び償還金の合計額を限度とします。 

c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌

営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 

d.借入金の利息は信託財産中から支弁します。 
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３ 投資リスク 
 

１．投資リスク 
※以下の記載は、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドを組み入れることにより、当ファンドが

間接的に受ける実質的なリスクを含みます。 

 

(1) 価格変動リスク 

当ファンドは、主に株式など値動きのある証券を実質的な投資対象としますので、基準価額

は変動します。基準価額の主な変動要因は以下の通りです。 

① 株価変動リスク 

株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、

短期的または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥

った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が大き

く下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。 

② 流動性リスク 

受益者から短期間に相当金額の解約申込があった場合、ファンドは組入資産を売却するこ

とで解約金額の手当てを行いますが、組入資産の市場における流動性が低いときには直前

の市場価格よりも大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。これに伴い基準

価額が大きく下落することがあります。 

(2) デリバティブ取引のリスク 

当ファンドはデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジす

る商品とヘッジされるべき資産との間の相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、

証拠金を積むことによるリスク等様々なリスクが伴います。これらの運用手法は、信託財産

に属する資産の価格変動リスクを回避する目的のみならず、効率的な運用に資する目的でも

用いられることがありますが、実際の価格変動が委託会社の見通しと異なった場合に当ファ

ンドが損失を被るリスクを伴います。 

 

２．その他の留意事項 

(1) 一般的な留意事項 

投資信託は、その商品性格から次の特徴をご理解のうえご購入ください。 

・投資信託は株式・公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動しま

す。 

・投資信託は金融機関の預金と異なり元金が保証されているものではありません。 

・投資信託は保険契約および預金ではありません。 

・投資信託は保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。 

・投資信託は預金保険の対象ではありません。 

・登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。 

・当ファンドは、主に国内株式を実質的な投資対象としています。当ファンドの基準価額は、

組入れた株式の値動きやそれらの株式の発行者の信用状況の変化等の影響により上下しま

すので、投資元本を割り込むことがあります。したがって、当ファンドは元本が保証され

ているものではありません。 

・委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属しま

す。 

(2) 法令・税制・会計等の変更可能性 

法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。 

(3) その他の留意点 

① 取得申込者から販売会社に申込代金が支払われた場合であっても、販売会社より委託会社

に対して申込代金の払込が現実になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任

も負わず、かつその後、受託会社に払込がなされるまでは、取得申込者は受益権および受

益権に付随するいかなる権利も取得しません。 

② 一部解約金、収益分配金および償還金の支払は全て販売会社を通じて行われます。 

③ 委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意

をもって行う責任を負担し、販売会社は販売（申込代金の預り等を含みます。）について
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責任を負担しており、互いに他について責任を負担しません。 

④ 受託会社は、委託会社に収益分配金、一部解約金および償還金を委託会社の指定する預金

口座等へ払い込んだ後は、受益者に対し、それらを支払う責任を負いません。 

⑤ 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資

対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴

う資金変動等があり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、

当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。 

 

３．管理体制 

委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立し

た管理本部において厳格に実施される体制としています。 

法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイド

ラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、

担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 

これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部

監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管

理体制を構築しております。 

 

＜リスク管理体制＞ 

＜担当運用部＞

運用リスクの把握・自主管理等

○法令遵守に関する管理・指導
○運用ガイドライン遵守状況のチェック 等
○必要な基礎データの管理
○運用実績の評価
○市場リスク、信用リスクの把握・管理 等

＜コンプライアンス部門＞ ＜ 運用リスク管理部門 ＞

監視・フィードバック 監視・フィードバック

コンプライアンス状況の検証・審議を行い、

コンプライアンスの推進・徹底のために有効と

考えられる各施策の立案・実施に関する決定を

行います。

＜コンプライアンス委員会＞
（原則月１回・随時）

報告 報告

運用管理上の問題点等を審議し、

自らの投資行動の評価を通じて質の高い運用

体制の維持・向上をめざします。

＜運用管理委員会＞
（原則月１回・随時）

＜内部監査部門＞

業務全般にわたる運営体制の監査

報告

＜担当運用部＞

運用リスクの把握・自主管理等

○法令遵守に関する管理・指導
○運用ガイドライン遵守状況のチェック 等
○必要な基礎データの管理
○運用実績の評価
○市場リスク、信用リスクの把握・管理 等

＜コンプライアンス部門＞ ＜ 運用リスク管理部門 ＞

監視・フィードバック 監視・フィードバック

コンプライアンス状況の検証・審議を行い、

コンプライアンスの推進・徹底のために有効と

考えられる各施策の立案・実施に関する決定を

行います。

＜コンプライアンス委員会＞
（原則月１回・随時）

報告 報告

運用管理上の問題点等を審議し、

自らの投資行動の評価を通じて質の高い運用

体制の維持・向上をめざします。

＜運用管理委員会＞
（原則月１回・随時）

＜内部監査部門＞

業務全般にわたる運営体制の監査

報告
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４ 手数料等及び税金 
 

(1) 申込手数料 

申込時の手数料はありません。 

 

(2) 換金（解約）手数料 

換金時（解約時）の手数料はありません。 

 

(3) 信託報酬等 
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率

1.575%（税抜1.50％）を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。 

② ①の信託報酬（消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および

毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。 

③ 信託報酬の配分については以下の通りとします。 

委託会社 販売会社 受託会社 

年0.735％ 
（税抜0.70％） 

年0.756％ 
（税抜0.72％） 

年0.084％ 
（税抜0.08％） 

 

(4) その他の手数料等 
① 信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は毎日、純資産総

額に対し、年率0.00525％（税抜0.005％）を乗じて得た金額の１日分相当額とし、毎計算期

間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁しま

す。 

② 信託財産に関する租税および信託事務等に要する諸費用（消費税等相当額を含みます。）な

らびに受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要

する費用、外国における資産の保管等に要する費用等（全て消費税等相当額を含みます。）

は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

④ 信託財産の一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金

の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、借入金の利息は受益者の負担とし、

信託財産中から支弁します。 

 

(5) 課税上の取扱い 

当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われますが、受益者が確定拠出年金法に規定

する資産管理機関および連合会等の場合は、収益分配金および解約時・償還時の各受益者の個

別元本（※１）超過額に対する所得税および地方税はかかりません。また、確定拠出年金制度の

加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。 

上記によらない受益者（法人）に対する課税については、以下のような取扱いとなります。 

なお、税法が改正された場合は、変更になることがあります。 

 

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の「各受益者の個別

元本」（※１）超過額については、平成23年12月31日までは７％の税率による所得税の源泉徴収

が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課税対象となる

のは普通分配金のみであり、特別分配金（※２）は課税されません。 

平成24年１月１日以降の所得税の源泉徴収税率は15％となります。 

なお、益金不算入制度が適用されます。 
 

（※１）「各受益者の個別元本」とは、原則として各受益者の信託時の受益権の価額等（申込手数料およ

び当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）をいい、追加信託のつど当該口数

により加重平均され、特別分配金が支払われた際に調整されます。 

（※２）「特別分配金」とは、収益分配金落ち後の基準価額が各受益者の個別元本を下回る場合、収益分

配金のうち当該下回る部分に相当する額をさし、元本の一部払戻しに相当するものです。この場

合、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。 
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５ 運用状況 
以下は平成21年7月31日現在の運用状況です。 

また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 

 
(1) 投資状況 

資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％） 

親投資信託受益証券 日本 5,901,018,992 100.15

コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） △9,294,530 △0.15

合計（純資産総額） 5,891,724,462 100.00

 

（ご参考：親投資信託の投資状況） 

 

当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。 

ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド  

資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％） 

株式 日本 13,654,489,500 97.86

コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 297,914,863 2.13

合計（純資産総額） 13,952,404,363 100.00

 

(2) 投資資産 

① 投資有価証券の主要銘柄 

帳簿価額 評価額 
順

位 
銘柄名 地域 種類 数量 

単価

(円)
金額(円) 

単価 

(円) 
金額(円) 

投資

比率

(％)

1 
ＴＭＡ日本株アクティブ 

マザーファンド 
日本 

親投資信託 

受益証券 
9,874,529,773 0.5637 5,566,321,644 0.5976 5,901,018,992 100.15

 

投資有価証券の種類 

種類 国内／国外 投資比率(％) 

親投資信託受益証券 国内 100.15

合  計 100.15

 

② 投資不動産物件 

該当事項はありません。 

 

③ その他投資資産の主要なもの 

該当事項はありません。 

 



― 21 ― 

（ご参考：親投資信託の投資資産） 

①投資有価証券の主要銘柄 

ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド 
帳簿価額 評価額 

順

位 
銘柄名 地域 種類 業種 数量

単価 

(円) 
金額(円) 

単価 

(円) 
金額(円) 

投資

比率

(％)

1 トヨタ自動車 日本 株式 輸送用機器 139,500 3,077.10 429,256,600 3,990.00 556,605,000 3.98

2 
ジェイ エフ イー ホー

ルディングス 
日本 株式 鉄鋼 132,500 2,222.67 294,503,972 3,810.00 504,825,000 3.61

3 日本電産 日本 株式 電気機器 65,200 4,473.04 291,642,426 6,850.00 446,620,000 3.20

4 三菱電機 日本 株式 電気機器 636,000 451.58 287,209,872 694.00 441,384,000 3.16

5 三井物産 日本 株式 卸売業 367,300 1,001.04 367,681,992 1,187.00 435,985,100 3.12

6 ソフトバンク 日本 株式 情報・通信業 209,300 1,309.39 274,056,735 2,015.00 421,739,500 3.02

7 小松製作所 日本 株式 機械 247,200 1,186.21 293,231,112 1,549.00 382,912,800 2.74

8 
三井住友フィナンシャルグ

ループ 
日本 株式 銀行業 94,200 3,835.38 361,292,982 4,050.00 381,510,000 2.73

9 三菱商事 日本 株式 卸売業 197,900 1,466.65 290,251,519 1,890.00 374,031,000 2.68

10 任天堂 日本 株式 その他製品 14,500 29,319.30 425,129,885 25,590.00 371,055,000 2.65

11 
三菱ＵＦＪフィナンシャ

ル・グループ 
日本 株式 銀行業 621,300 513.14 318,813,882 566.00 351,655,800 2.52

12 本田技研工業 日本 株式 輸送用機器 109,600 2,279.93 249,880,943 3,050.00 334,280,000 2.39

13 商船三井 日本 株式 海運業 568,000 530.01 301,048,253 577.00 327,736,000 2.34

14 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 日本 株式 情報・通信業 2,301 139,229.64 320,367,410 137,200.00 315,697,200 2.26

15 テルモ 日本 株式 精密機器 64,100 3,574.58 229,130,961 4,810.00 308,321,000 2.20

16 スズキ 日本 株式 輸送用機器 113,000 1,750.81 197,841,694 2,390.00 270,070,000 1.93

17 楽天 日本 株式 サービス業 3,550 47,169.93 167,453,276 60,800.00 215,840,000 1.54

18 野村ホールディングス 日本 株式 
証券、商品先

物取引業 
254,600 597.85 152,213,351 829.00 211,063,400 1.51

19 ミツミ電機 日本 株式 電気機器 88,600 1,475.21 130,703,634 2,335.00 206,881,000 1.48

20 
みずほフィナンシャルグル

ープ 
日本 株式 銀行業 957,300 213.86 204,734,234 215.00 205,819,500 1.47

21 東日本旅客鉄道 日本 株式 陸運業 36,700 5,133.61 188,403,728 5,430.00 199,281,000 1.42

22 キヤノン 日本 株式 電気機器 56,200 2,773.88 155,892,056 3,530.00 198,386,000 1.42

23 
コニカミノルタホールディ

ングス 
日本 株式 電気機器 187,500 922.61 172,989,375 1,035.00 194,062,500 1.39

24 住友商事 日本 株式 卸売業 203,600 902.82 183,814,697 937.00 190,773,200 1.36

25 三菱地所 日本 株式 不動産業 120,000 1,186.98 142,438,215 1,577.00 189,240,000 1.35

26 住友電気工業 日本 株式 非鉄金属 157,400 878.67 138,303,928 1,179.00 185,574,600 1.33

27 デンソー 日本 株式 輸送用機器 65,000 2,050.36 133,273,895 2,795.00 181,675,000 1.30

28 東京電力 日本 株式 電気・ガス業 72,600 2,524.39 183,270,714 2,425.00 176,055,000 1.26

29 塩野義製薬 日本 株式 医薬品 76,000 1,874.60 142,470,206 1,959.00 148,884,000 1.06

30 東芝 日本 株式 電気機器 332,000 310.49 103,085,975 420.00 139,440,000 0.99
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投資有価証券の種類 

ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド 

種類 国内/国外 業種 投資比率（％） 

鉱業 0.58

建設業 0.49

食料品 1.06

パルプ・紙 0.45

化学 5.33

医薬品 2.31

石油・石炭製品 0.56

ゴム製品 0.47

ガラス・土石製品 2.30

鉄鋼 6.46

非鉄金属 1.62

機械 4.81

電気機器 15.60

輸送用機器 11.19

精密機器 2.76

その他製品 2.65

電気・ガス業 1.26

陸運業 2.07

海運業 2.34

情報・通信業 7.41

卸売業 7.17

小売業 1.71

銀行業 8.33

証券、商品先物取引業 2.52

保険業 0.83

その他金融業 0.96

不動産業 2.43

サービス業 2.04

株式 国内 

合  計 97.86

 

②投資不動産物件 

該当事項はありません。 

 

③その他投資資産の主要なもの 

該当事項はありません。 
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(3) 運用実績 

① 純資産の推移 

期 年月日 

純資産総額 

（百万円） 

（分配落） 

純資産総額 

（百万円） 

（分配付） 

1口当たり 

純資産額(円) 

(分配落) 

1口当たり 

純資産額(円) 

(分配付) 

1期 (平成14年6月20日) 53 53 1.0557 1.0557

2期 (平成15年6月20日) 93 93 0.8772 0.8772

3期 (平成16年6月21日) 451 451 1.1516 1.1516

4期 (平成17年6月20日) 903 903 1.1274 1.1274

5期 (平成18年6月20日) 2,764 2,764 1.5246 1.5246

6期 (平成19年6月20日) 5,101 5,101 1.8875 1.8875

7期 (平成20年6月20日) 6,544 6,544 1.4555 1.4555

8期 (平成21年6月22日) 5,461 5,461 0.8476 0.8476

平成20年 7月末日 6,300 － 1.3612 －

平成20年 8月末日 6,065 － 1.2832 －

平成20年 9月末日 5,016 － 1.0584 －

平成20年10月末日 4,044 － 0.7918 －

平成20年11月末日 4,058 － 0.7607 －

平成20年12月末日 4,323 － 0.7803 －

平成21年 1月末日 4,052 － 0.7138 －

平成21年 2月末日 3,924 － 0.6815 －

平成21年 3月末日 4,225 － 0.7034 －

平成21年 4月末日 4,703 － 0.7651 －

平成21年 5月末日 5,237 － 0.8322 －

平成21年 6月末日 5,618 － 0.8569 －

平成21年 7月末日 5,891 － 0.8951 －

 

② 分配の推移 

該当事項はありません。 

 

③ 収益率の推移 

期 年月日 収益率（％）（分配付） 

1期 (平成14年6月20日) 5.6

2期 (平成15年6月20日) △16.9 

3期 (平成16年6月21日) 31.3 

4期 (平成17年6月20日) △2.1

5期 (平成18年6月20日) 35.2

6期 (平成19年6月20日) 23.8

7期 (平成20年6月20日) △22.9

8期 (平成21年6月22日) △41.8
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６ 手続等の概要 
① 申込（販売）手続等 

a.毎営業日にお申込みを受け付けます。 

b.当ファンドは、収益の分配がなされた場合、分配金を自動的に無手数料で再投資する自動けい

ぞく（累積）投資専用ファンドです。このため、取得申込者と販売会社の間で、自動けいぞく

（累積）投資に関する契約を締結する必要があります。 

c.申込単位は１円以上１円単位です。 

なお、自動けいぞく（累積）投資に基づく収益分配金の再投資に際しては、１口の整数倍をも

って取得できます。 

d.取得申込の受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込みにつ

いては翌営業日受付の取扱いとなります。 

e.受益権の取得申込価額は以下の通りです。 

取得申込受付日の基準価額 

基準価額は原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデス

クに問い合わせることにより知ることができます。 

●委託会社のお問い合わせ先（委託会社サービスデスク） 

東京海上アセットマネジメント投信 サービスデスク 

０１２０-７１２-０１６（土日祝日・年末年始を除く9時～17時） 

f.取得申込にかかる手数料はありません。 

g.上記にかかわらず、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない

事情が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の

取得申込の受付を中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができ

ます。 

h.取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替

を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数

の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引

き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができ

ます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への

新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関等への通知を行うものとしま

す。振替機関等は、委託会社から振替機関等への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、

その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生

じた受益権については追加信託のつど、振替機関等の定める方法により、振替機関等へ当該受

益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。 

② 換金（解約）手続等 

a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行請求（解約請求）の方法によりご換

金の請求を行うことができます。 

b.ご換金のお申込みは販売会社で受け付けます。なお、販売会社の買取りによるご換金の請求に

ついては、販売会社にお問い合わせください。 

c.解約請求による換金のお申込みは、毎営業日に行うことができます。 

d.解約請求は、１口単位で行うことができます。 

e.解約請求のお申込みの受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお

申込みは翌営業日受付としてお取扱いします。 

f.解約時の価額（解約価額）は、解約請求受付日の基準価額とします。 
※信託財産留保額はありません。 

※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、収益分配金および解約時・償還時

の個別元本超過額に対する所得税、地方税はかかりません。 

その他の受益者（法人）の場合は、収益分配金および解約時・償還時の個別元本超過額に対し所得税

７％（平成24年１月以降は15％）の源泉徴収が行われます。 

g.解約価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデ

スクに問い合わせることにより知ることができます。 

h.解約にかかる手数料はありません。 

i.解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から、お支払いします。 

j.委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
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あるときは、解約請求の受付を中止することができます。その場合には、受益者は当該受付中

止以前に行った当日を解約請求受付日とする解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその

解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその

請求を受け付けたものとして取扱います。 

k.信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。ただし、

確定拠出年金制度に基づく受益者である場合には制限はありません。 

l.受益者が解約の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとし、その口座が開設されて

いる振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと

引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請が行われ、社振法の規

定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 

 

７ 管理及び運営の概要 
① 資産の評価 

a.基準価額とは、受益権１口当たりの純資産価額（純資産総額を計算日における受益権総口数で

除した金額）をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがあ

ります。 
b.純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き

ます。）を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法によ

り評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資

産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって

計算し、外国為替予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先

物売買相場の仲値によるものとします。 

＜主要投資対象資産の評価方法＞ 

対象 評価方法 

マザーファンド 

受益証券 
原則として、当ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。 

株式 
原則として、上場されている取引所における計算日（外国株式の場合

は、計算時に知り得る直近の日）の最終相場で評価します。 

c.基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデ

スクに問い合わせることにより知ることができます。 

② 信託期間 

原則として、平成13年９月25日から無期限とします。ただし、後記「④信託の終了（繰上償

還）」に該当する場合には、信託を終了させることがあります。 

③ 計算期間 

原則として、毎年６月21日から翌年６月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日

のときはその翌営業日(※)を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものと

します。 
（※）法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。 

④ 信託の終了（繰上償還） 

a.委託会社は、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口を下ることとなっ

たとき、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない

事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることが

できます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届

け出ます。 

b.委託会社は、上記a.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その

旨を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契

約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。 

c.上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は、１ヵ月以上の一定の期間内に委託会

社に対し異議を述べるべき旨を付記します。 

d.上記c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超

えるときは、上記a.の信託契約の解約をしません。 
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e.委託会社は、信託契約を解約しないこととしたときは、解約をしない旨およびその理由を公告

し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全

ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。 

f.上記c.からe.の規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で

あって、上記c.の一定の期間が１ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難

な場合は適用しません。 

g.信託契約を解約する場合において、上記c.の一定の期間内に異議を申し出た受益者は、受託会

社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができま

す。 

h.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託

契約を解約し、信託を終了させます。 

i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、

委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委

託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「⑤信託約款の変

更」d.に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。 

j.委託会社は、受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した後、あるいは裁判所が受

託会社を解任した後、委託会社が新受託会社を選任できないときは、あらかじめ、監督官庁に

届出のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させます。 

⑤ 信託約款の変更 

a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき

は、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届出ることにより、信託約款を変更するこ

とができます。 

b.変更事項のうち、その内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当するときは、内閣

府令で定めるところにより、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつこ

れらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に

対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。 

c.上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は、１ヵ月以上の一定の期間内に委託会

社に対し異議を述べるべき旨を付記します。 

d.上記c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超

えるときは、上記a.の約款変更を行いません。その場合には、委託会社は、内閣府令で定める

ところにより、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を

知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、

原則として公告を行いません。 

e.その内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当する信託約款の変更を行う場合にお

いて、上記c.の一定の期間内に異議を申し出た受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受

益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 

f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記b.からd.の

規定にしたがいます。 

⑥ 運用報告書 

毎決算後、委託会社が、期間中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記

載した運用報告書を作成します。運用報告書は、販売会社から、あらかじめお申し出いただいた

ご住所にお届けします。なお、期間中に行った信託約款の変更等のうち、委託会社が重要と判断

した事項については、運用報告書に記載します。 
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第２ 財務ハイライト情報 
財務ハイライト情報の記載事項は、請求目論見書（金融商品取引法第13条第２項第２号に規定する

内容を記載した目論見書をいいます。以下同じ。）「第三部 ファンドの詳細情報」の「第４ フ

ァンドの経理状況」の「１ 財務諸表」に記載すべき財務諸表から抜粋して記載しております。 

「財務諸表」については、あらた監査法人による監査を受けております。なお、監査報告書につい

ては、請求目論見書「第三部 ファンドの詳細情報」の「第４ ファンドの経理状況」に記載され

ている財務諸表の箇所に添付しております。 

 

東京海上セレクション・日本株式 

 

1 貸借対照表 

 
第7期 

[平成20年6月20日現在] 

第8期 

[平成21年6月22日現在] 

区分 金額（円） 金額（円） 

資産の部 

流動資産 

親投資信託受益証券 6,544,669,534 5,461,812,293

未収入金 66,095,587 38,374,923

流動資産合計 6,610,765,121 5,500,187,216

資産合計 6,610,765,121 5,500,187,216

負債の部 

流動負債 

未払解約金 18,151,400 2,806,438

未払受託者報酬 2,548,536 1,890,695

未払委託者報酬 45,236,463 33,559,715

その他未払費用 159,188 118,075

流動負債合計 66,095,587 38,374,923

負債合計 66,095,587 38,374,923

純資産の部 

元本等 

元本 4,496,658,916 6,443,816,527

剰余金 

期末剰余金又は期末欠損金（△） 2,048,010,618 △982,004,234

(分配準備積立金) 541,127,249 411,771,590

元本等合計 6,544,669,534 5,461,812,293

純資産合計 6,544,669,534 5,461,812,293

負債純資産合計 6,610,765,121 5,500,187,216
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2 損益及び剰余金計算書 

 

第7期 

自 平成19年6月21日 

至 平成20年6月20日 

第8期 

自 平成20年6月21日 

至 平成21年6月22日 

区分 金額（円） 金額（円） 

営業収益 

有価証券売買等損益 △1,459,681,741 △2,640,159,790

営業収益合計 △1,459,681,741 △2,640,159,790

営業費用 

受託者報酬 4,995,381 4,049,876

委託者報酬 88,667,861 71,885,115

その他費用 312,023 252,926

営業費用合計 93,975,265 76,187,917

営業利益又は営業損失（△） △1,553,657,006 △2,716,347,707

経常利益又は経常損失（△） △1,553,657,006 △2,716,347,707

当期純利益又は当期純損失（△） △1,553,657,006 △2,716,347,707

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額

又は一部解約に伴う当期純損失金額の分

配額（△） 

△299,584,426 △619,234,829

期首剰余金又は期首欠損金（△） 2,398,877,349 2,048,010,618

剰余金増加額又は欠損金減少額 1,978,108,937 －

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は

欠損金減少額 
－ －

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は

欠損金減少額 
1,978,108,937 －

剰余金減少額又は欠損金増加額 1,074,903,088 932,901,974

当期一部解約に伴う剰余金減少額又は

欠損金増加額 
1,074,903,088 470,346,760

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は

欠損金増加額 
－ 462,555,214

分配金 － －

期末剰余金又は期末欠損金（△） 2,048,010,618 △982,004,234

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

区分 

第7期 

自 平成19年6月21日 

至 平成20年6月20日 

第8期 

自 平成20年6月21日 

至 平成21年6月22日 

1.有価証券の評価基準及び評価 

方法 

親投資信託受益証券 

移動平均法に基づき、原則

として時価で評価しており

ます。時価評価にあたって

は、親投資信託受益証券の

基準価額に基づいて評価し

ております。 

親投資信託受益証券 

同左 
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2.その他財務諸表作成のための 

基本となる重要な事項 

－ 

計算期間末日の取扱い 

平成21年6月20日及びその翌

日が休日のため、当計算期間

末日を平成21年6月22日とし

ております。このため、当計

算期間は、367日となってお

ります。 

 

（参考情報） 

 

当ファンドは、「ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対

照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同

ファンドの状況は次のとおりです。 

なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。 

 

「ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド」の状況 

 

貸借対照表 

 [平成20年6月20日現在] [平成21年6月22日現在] 

区分 金額（円） 金額（円） 

資産の部 

流動資産 

コール・ローン 309,808,527 344,413,519

株式 15,059,312,850 12,656,615,200

未収入金 56,708,387 103,773,593

未収配当金 102,461,486 87,387,356

未収利息 4,253 791

流動資産合計 15,528,295,503 13,192,190,459

資産合計 15,528,295,503 13,192,190,459

負債の部 

流動負債 

未払金 15,384,624 85,398,406

未払解約金 99,216,350 66,659,212

流動負債合計 114,600,974 152,057,618

負債合計 114,600,974 152,057,618

純資産の部 

元本等 

元本 16,177,293,245 23,078,710,643

剰余金 

剰余金又は欠損金（△） △763,598,716 △10,038,577,802

元本等合計 15,413,694,529 13,040,132,841

純資産合計 15,413,694,529 13,040,132,841

負債純資産合計 15,528,295,503 13,192,190,459
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（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

区分 
自 平成19年6月21日 

至 平成20年6月20日 

自 平成20年6月21日 

至 平成21年6月22日 

1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式 

移動平均法に基づき、原則

として時価で評価しており

ます。時価評価にあたって

は、金融商品取引所等にお

ける最終相場（最終相場の

ないものについては、それ

に準ずる価額）、金融商品

取引所等が発表する基準

値、又は金融商品取引業者

等から提示される気配相場

に基づいて評価しておりま

す。 

株式 

同左 

2.収益及び費用の計上基準 

 

受取配当金 

原則として、株式の配当落

ち日に、当該金額を計上し

ております。ただし、平成

19年6月30日以前について

は、原則として、株式の配

当落ち日において、その金

額が確定している場合につ

いては当該金額、未だ確定

していない場合は予想配当

金額の90％を計上し、残額

については入金時に計上し

ております。 

－ 
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第３ 内国投資信託受益証券事務の概要 

ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社

振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、

当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、

当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。 

 

１．名義書換 

該当事項はありません。 

 

２．受益者に対する特典 

特典はありません。 

 

３．内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容 

譲渡制限はありません。 

 

４．受益権の譲渡 

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権

が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとしま

す。 

②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する

受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口

座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設

したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機

関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の

口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。 

③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記

録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が

異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断

したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 

 

５．受益権の譲渡の対抗要件 

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に

対抗することができません。 

 

６．受益権の再分割 

委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 

 

７．償還金 

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還

日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前

に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている

受益権については原則として取得申込者とします。）にお支払いします。 

 

８．質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて 

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支

払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の

規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 
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第４ ファンドの詳細情報の項目 
「有価証券届出書」の「第三部 ファンドの詳細情報」について、交付目論見書とは別に、その内容

を記した書面を「請求目論見書」として作成しております。 

請求目論見書のご請求は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。 

また、請求目論見書の内容はＥＤＩＮＥＴ（エディネット）(※)でもご覧いただくことができます。 
（※）Electronic Disclosure for Investors’NETworkの略です。投資家はＥＤＩＮＥＴを利用することにより、

インターネットを通じてファンドの有価証券届出書や有価証券報告書などを閲覧することができます。 

 

なお、「請求目論見書」の記載項目は、下記の通りです。 

第１ ファンドの沿革  

第２ 手続等 １ 申込（販売）手続等 

２ 換金（解約）手続等 

第３ 管理及び運営 １ 資産管理等の概要 

(1) 資産の評価 

(2) 保管 

(3) 信託期間 

(4) 計算期間 

(5) その他 

２ 受益者の権利等 

第４ ファンドの経理状況 １ 財務諸表 

(1) 貸借対照表 

(2) 損益及び剰余金計算書 

(3) 注記表 

(4) 附属明細表 

２ ファンドの現況 

・純資産額計算書 

第５ 設定及び解約の実績  

 



 

2009.9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加型証券投資信託 

 

東京海上セレクション・日本株式 
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追加型証券投資信託 東京海上セレクション・日本株式 

運用の基本方針 

 

 約款第18条（運用の基本方針）の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は

次のものとします。 

 

１．基本方針 

当社は、『株式ポートフォリオの構築は、ジグソーパズルを完成させるようなもの』

と考えています。ただし、完成した絵が決まっておらず時々刻々と変化するジグソーパ

ズルであり、「完成された時のジグソーパズルの絵を思い描く力（社会、経済、企業、

技術などの環境変化を捉える力）と「小さなピースを一つ一つ丹念に集めてくる努力

（個別銘柄の調査・発掘）」が株式投資に不可欠と考え、年金運用でそのノウハウを培

ってまいりました。 

当社では、そのノウハウを最大限に活用し、当ファンドにおいても、社会的変化を見

据え、その中で中長期的な企業成長が可能な企業を調査・分析し、投資を行うとの考え

方に基づき、当ファンドにおいては、主として以下の方針で運用を行う「ＴＭＡ日本株

アクティブマザーファンド受益証券」（以下「マザーファンド受益証券」といいま

す。）に投資します。 

①信託財産の中長期的な成長を目標とし、日本法人の株式に投資します。 

②ＴＯＰＩＸをベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標とします。 

 

２．運用方法 

（1）投資対象 

主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、こ

のほか内外の株式等に直接投資することがあります。 

（2）投資態度 

①主として証券取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および

金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」とい

い、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしく

は同項第５号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」と

いいます。）に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式（これらに準じ

るものも含みます。）を主要投資対象として運用するマザーファンド受益証券に投資

します。 

②ＴＯＰＩＸをベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標とします。 

③当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。従って、実質的な運

用は、マザーファンドで行うこととなります。 

④株式以外の資産（マザーファンド受益証券を通じて投資する場合は、当該マザーファ

ンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属すると

みなした部分を含みます。）への投資は、原則として信託財産総額の50％以下としま
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す。 

⑤ただし、資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出

来ない場合があります。 

 

３．運用制限 

(1) 株式への投資割合には、制限を設けません。 

(2) 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。 

(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額

の20％以下とします。 

(4) マザーファンド受益証券を除く投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資

産総額の５％以下とします。 

(5) 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。 

(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の

純資産総額の10％以下とします。 

(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託

財産の純資産総額の10％以下とします。 

 

４．収益分配方針 

毎決算時に、原則として次の方針に基づき分配を行います。 

①分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた利子・配当等収益および売買益

（評価益を含みます。）等の全額とします。 

②収益分配金額は、委託者が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。

ただし、分配対象収益が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。 

③収益の分配に充当せず、信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針

に基づいて運用を行います。 

 

 



 

 ― 3 ―

追加型証券投資信託 東京海上セレクション・日本株式 約款 

 

【信託の種類、委託者および受託者】 

第１条    この信託は、証券投資信託であり、東京海上アセットマネジメント投信株式会社を委託者とし、三菱Ｕ

ＦＪ信託銀行株式会社を受託者とします。 

②  この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法（大正11年法律第

62号）の適用を受けます。 

【信託事務の委託】 

第１条の２ 受託者は、信託法第26条第１項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部について、金

融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金

融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。 

【信託の目的、金額および追加信託の限度額】 

第２条    委託者は、金５千万円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者は、これを引受けます。 

②    委託者は、受託者と合意のうえ金１兆円を限度として信託金を追加できるものとし、追加信託を行った

ときは、受託者はその引受を証する書面を委託者に交付します。 

③    委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。 

【信託期間】 

第３条    この信託の期間は、信託契約締結日から第50条（信託契約の解約）第１項、第51条（信託契約に関する

監督官庁の命令）第1項、第52条（委託者の登録取消等に伴う取扱い）第１項または第54条（受託者の辞任

および解任に伴う取扱）第２項による信託終了の日までとします。 

【受益権の分割および再分割】 

第４条    委託者は、第２条（信託の目的、金額および追加信託の限度額）第１項に規定する信託によって生じた

受益権については５千万口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第７条

（追加信託の時期、価額および口数、基準価額の計算方法）第１項の追加口数に、それぞれ均等に分割し

ます。 

②  委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 

【受益権の取得申込みの勧誘の種類】 

第５条  この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲げる場合に該

当し、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募により行われます。 

【当初の受益者】 

第６条  この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第４

条（受益権の分割および再分割）の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申

込者に帰属します。 

【追加信託の時期、価額および口数、基準価額の計算方法】 

第７条    追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日（「営業日」とは、委託者の営業日をいいます。また、委

託者の営業日以外の日を「休業日」といいます。以下同じ。）の基準価額に、当該追加信託にかかる受益

権の口数を乗じた額とします。 

②    この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および第27条（公社

債の借入）に規定する借入有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価

または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資

産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 

③    信託財産に属する外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預

金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算は、原則として日本における計算日の対顧客電信売買

相場の仲値によって計算し、第29条（外国為替予約の指図）に規定する外国為替予約に基づく予約為替の

評価は原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。 

【信託日時の異なる受益権の内容】 

第８条    この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 

【受益権の帰属と受益証券の不発行】 

第９条  この信託の受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用

を受けることとし、追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱

うことについて同意した一の振替機関（社振法第２条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」

といいます。）及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をい

い、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ

り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい

います。）。 

②  委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された

場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合

その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益

者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行

なわないものとします。 

③  委託者は、第４条（受益権の分割および再分割）の規定により分割された受益権について、振替機関等

の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうもの
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とします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備

える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。 

④  委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができる

ものとし、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在の全ての受益権（受益権につき、既に信託契約の

一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年１月４日以降と

なるものを含みます。）を受益者を代理して平成19年１月４日に振替受入簿に記載または記録するよう申

請します。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券は無効となり、当該記載または記

録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記

載または記録を申請する場合において、委託者の指定する証券会社（委託者の指定する金融商品取引法第

28条第１項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者をいいます。以下同じ。）および登録金融機関

（委託者の指定する金融商品取引法第２条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）に当

該申請の手続きを委任することができます。 

【受益権の設定に係る受託者の通知】 

第10条  受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振

替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。 

【募集の取扱者】 

第11条    ＜削除＞ 

【受益権の取得単位および価額】 

第12条  委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、第４条（受益権の分割および再分割）第１項の規定

により分割される受益権を、委託会社の指定する証券会社および登録金融機関と別に定める自動けいぞく

投資約款に従った契約を結んだ取得申込者に対し、１口の整数倍をもって、取得申込に応ずることができ

ます。 

②  前項の取得申込者は委託者の指定する証券会社または登録金融機関に、取得申込と同時にまたは予め、

自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該

口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、委託者の指定する証券

会社および登録金融機関は、当該取得申込の代金（第４項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて

得た額をいいます。）の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または

記録を行なうことができます。 

③  第１項の規定にかかわらず、証券取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所およ

び金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、

有価証券の売買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行なう市場および

当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引

の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託者が追加設定を制限する措置を取った場合には、委託者の

指定する証券会社および登録金融機関は、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付けた取

得申込の受付を取消すことができます。 

④  第１項の受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額に、次項に規定する手数料および当該手数料にか

かる消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を加算した価額とします。 

⑤  前項の手数料の額は、委託者の指定する証券会社および登録金融機関がそれぞれ別に定める金額としま

す。 

⑥  第４項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権

の価額は、原則として、第40条（信託の計算期間）に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 

【受益権の譲渡に係る記載または記録】 

第12条の2 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また

は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 

②  前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減

少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するもの

とします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座

を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、

譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。 

③  委託者は、第１項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ

れている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい

て、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止

期間を設けることができます。 

【受益権の譲渡の対抗要件】 

第12条の3 受益権の譲渡は、前条（受益権の譲渡に係る記載または記録）の規定による振替口座簿への記載または

記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。 

【受益証券の再交付】 

第13条    ＜削除＞ 
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【受益証券を毀損した場合等の再交付】 

第14条    ＜削除＞ 

【受益証券の再交付の費用】 

第15条    ＜削除＞ 

【投資の対象とする資産の種類】 

第16条    この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関す

る法律施行令第３条で定めるものをいいます。以下同じ。）および次項に掲げる特定資産以外の資産とし

ます。 

1. 有価証券 

2. デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第22条（先

物取引等の運用指図）、第23条（スワップ取引の運用指図）および第24条（金利先渡取引および為替

先渡取引の運用指図）に定めるものに限ります。） 

3. 金銭債権（1.4.に掲げるものに該当するものを除きます。） 

4. 約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。） 

②    この信託において投資の対象とする特定資産以外の資産は次に掲げるものとします。 

為替手形 

【運用の指図範囲】 

第17条    委託者は、信託金を、主として東京海上アセットマネジメント投信株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ

信託銀行株式会社を受託者として締結された「ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド」（以下「マザー

ファンド」といいます。）の受益証券および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有

価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。 

1. 株券または新株引受権証書 

2. 国債証券 

3. 地方債証券 

4. 特別の法律により法人の発行する債券 

5. 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま

す。） 

6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。） 

7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定める

ものをいいます。） 

8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいま

す。） 

9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２条

第１項第８号で定めるものをいいます。） 

10.コマーシャル・ペーパー 

11.新株引受権証券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含

みます。）および新株予約権証券 

12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの 

13.投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいま

す。） 

14.投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをい

います。） 

15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。） 

16.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有

価証券に係るものに限ります。） 

17.預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）  

18.外国法人が発行する譲渡性預金証書  

19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券

に限ります。） 

20.抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。） 

21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証

券に表示されるべきもの 

22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの 

     なお、第1号の証券または証書、第12号および第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の

性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券、第12号および第17号の証券または

証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものならびに第14号の投資法人債券を以下「公社

債」といい、第13号の証券および第14号の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」と

いいます。 

②    委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２

項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す

ることができます。 

1. 預金 
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2. 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。） 

3. コール・ローン 

4. 手形割引市場において売買される手形 

5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの 

6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの 

③  第１項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運

用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用することの指図ができ

ます。 

④    委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドに属す

る新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信

託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。 

⑤    委託者は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）の時価総額とマザ

ーファンドに属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産

の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。 

⑥   前２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時

価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額を

いいます。 

【受託者の自己または利害関係人等との取引】 

第17条の2  受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法

人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者および

受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第２項第１

号に規定する利害関係人をいいます。以下本条および第30条（信託業務の委託等）において同じ。）、第

30条（信託業務の委託等）第１項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における

他の信託財産との間で、第16条（投資の対象とする資産の種類）および前条（運用の指図範囲）第１項に

定める資産への投資を行うことができます。 

②  前項の取扱いは、第21条（信用取引の指図範囲）ないし第27条（公社債の借入）、第29条（外国為替予

約の指図）、第35条（有価証券の売却等の指図）、第36条（再投資の指図）および第37条（資金の借入）に

おける委託者の指図による取引についても同様とします。 

【運用の基本方針】 

第18条    委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その指図を行います。 

【投資する株式等の範囲】 

第19条    委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所に上場さ

れている株式の発行会社の発行するものおよび証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発

行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権

証券および新株予約権証券については、この限りではありません。 

②    前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目

論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図

することができるものとします。 

【同一銘柄の株式等への投資制限】 

第20条    委託者は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄の株式

の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超え

ることとなる投資の指図をしません。 

②    委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファ

ンドに属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると

みなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 

③    委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項

第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で

存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号お

よび第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の時価総

額とマザーファンドに属する当該同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額の

うち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる

投資の指図をしません。 

④   前３項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時

価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額を

いいます。 

【信用取引の指図範囲】 

第21条    委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をするこ

とができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡または買戻により行うことの指図をするこ

とができるものとします。 

②  前項の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該

売付にかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの

受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗



 

 ― 7 ―

じて得た額をいいます。）との合計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 

③  信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付にかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産

総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済する

ための指図をするものとします。 

【先物取引等の運用指図】 

第22条    委託者は、日本国内の証券取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに

掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるも

のをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものを

いいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることがで

きます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。 

②    委託者は、日本国内の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引

所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。 

③    委託者は、日本国内の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引

所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。 

【スワップ取引の運用指図】 

第23条    委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受

取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うこと

の指図をすることができます。 

②    スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第３条（信託期間）に定める信

託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの

限りではありません。 

③    スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するもの

とします。 

④    委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の提供あ

るいは受入の指図を行うものとします。 

【金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図】 

第24条    委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図

をすることができます。 

②    金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第３条（信託

期間）に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なも

のについてはこの限りではありません。 

③    金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した

価額で評価するものとします。 

④    委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたと

きは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。 

【有価証券の貸付の指図および範囲】 

第25条    委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範

囲内で貸付の指図をすることができます。 

 1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額

を超えないものとします。 

 2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債

の額面金額の合計額を超えないものとします。 

②    前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する

契約の一部の解約を指図するものとします。 

③    委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとします。 

【公社債の空売の運用指図】 

第26条    委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公

社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社債（信託財産

において借入れた公社債を含みます。）の引渡または買戻により行うことの指図をすることができるもの

とします。 

②    前項の売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 

③  信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を

超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その額を超える額に相当する売付の一部を決済するた

めの指図をするものとします。 

【公社債の借入】 

第27条    委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入の指図をすることができます。なお、

当該公社債の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとしま

す。 

②    前項の借入の指図は、当該借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行えるも

のとします。 

③  信託財産の一部解約等の事由により前項の借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超

えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還す



 

 ― 8 ―

るための指図をするものとします。 

④    第１項の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。 

【外貨建資産への投資制限、特別の場合の外貨建有価証券への投資制限】 

第28条    委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時価総額の

うち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投

資の指図をしません。 

②   前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価

総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を

いいます。 

③    外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、

制約されることがあります。 

【外国為替予約の指図】 

第29条    委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができ

ます。 

②   前項の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約との合計額との差額につき円換算した

額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産（マザーフ

ァンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーフ

ァンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額

の割合を乗じて得た額をいいます。）を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取

引の指図については、この限りではありません。 

③    信託財産の一部解約等の事由により前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間

内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするも

のとします。 

【信託業務の委託等】 

第30条    受託者は､委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定める信託業務の委

託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務

の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下

本条において同じ。）を含みます。）を委託先として選定します。 

1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 

2. 委託先の委託業務に係る実績等に照らし､委託業務を確実に処理する能力があると認められること 

3. 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行なう体制

が整備されていること 

4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること 

②  受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合してい

ることを確認するものとします。 

③  前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務（裁量性のないものに限ります。）を、受託者

および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとしま

す。 

1. 信託財産の保存に係る業務 

2. 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 

3. 委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る

業務 

4. 受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 

【有価証券の保管】 

第31条    ＜削除＞ 

【混蔵寄託】 

第32条    金融機関または証券会社（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者お

よび外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。）か

ら、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行

された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結

した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。 

【一括登録】 

第33条    ＜削 除＞ 

【信託財産の登記等および記載等の留保等】 

第34条    信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとし

ます。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。 

②  前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やか

に登記または登録をするものとします。 

③  信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の

記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。た

だし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 

④  動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明ら
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かにする方法により分別して管理することがあります。 

【有価証券の売却等の指図】 

第35条    委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の一部解約の請求ならびに信託財産に属する有

価証券の売却等の指図ができます。 

【再投資の指図】 

第36条    委託者は、前条（有価証券の売却等の指図）の規定による一部解約の代金、売却代金、有価証券にかか

る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投

資することの指図ができます。 

【資金の借入】 

第37条    委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手

当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、また

は再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を

含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないもの

とします。 

②    一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で

保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保

有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有

する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当

該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。 

③    収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日まで

とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 

④    借入金の利息は信託財産中から支弁します。 

【損益の帰属】 

第38条    委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。 

【受託者による資金の立替】 

第39条    信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申

出があるときは、受託者は、資金の立替をすることができます。 

②    信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の

配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者が

これを立替えて信託財産に繰入れることができます。 

③    前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定め

ます。 

【信託の計算期間】 

第40条    この信託の計算期間は、毎年6月21日から翌年6月20日までとすることを原則とします。ただし、第1計算

期間は平成13年9月25日から翌年6月20日までとします。 

②    前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいま

す。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日（法令により、これと異なる日を計算期

間終了日と定められている場合には、法令に従います。）とし、その翌日より次の計算期間が開始される

ものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第３条（信託期間）に定める信託期間の終了日としま

す。 

【信託財産に関する報告】 

第41条    受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出し

ます。 

②    受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提

出します。 

【信託事務の諸費用および監査報酬】 

第42条    信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（消費税等相当額を含みます。）、信託財産に

かかる監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等相当額ならびに受託者の立替えた立替金の利息（こ

れらを以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

【信託報酬の総額および支弁の時期】 

第43条    委託者および受託者の信託報酬の総額は、第40条（信託の計算期間）に規定する計算期間を通じて毎日、

信託財産の純資産総額に年10,000分の150の率を乗じて得た額とします。 

②    前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月の終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財

産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 

③    第１項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁しま

す。 

【収益の分配】 

第44条    信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 

 1.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額

（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に

相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金

にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 
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 2.売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬およ

び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売

買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、

その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 

②    毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。 

【収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払に関する受託者の免責】 

第45条  受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金（信託終了時に

おける信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）については第46条（収益

分配金、償還金および一部解約金の支払ならびに収益分配金の再投資）第２項に規定する支払開始日まで

に、一部解約金については第46条（収益分配金、償還金および一部解約金の支払ならびに収益分配金の再

投資）第３項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。 

②  受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払

い込んだ後は、受益者に対する支払につき、その責に任じません。 

【収益分配金、償還金および一部解約金の支払ならびに収益分配金の再投資】 

第46条  受益者に帰属する収益分配金は、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則と

して毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が委託者の指定する証券会社および登録金融機関に交付さ

れます。この場合、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金

の再投資にかかる受益権の売付を行います。当該売付けにより増加した受益権は、第９条（受益権の帰属

と受益証券の不発行）第３項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。 

②  償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から委託者の指定する証券会社および登録金

融機関の営業所等において、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受

益者（信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託

終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する証券会社または登録金融機

関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。

なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと

引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にした

がい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。 

③  一部解約金は、受益者の請求を受けた日から起算して、原則として５営業日目から委託者の指定する証

券会社および登録金融機関の営業所等において受益者に支払います。 

④  収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益

権の価額等に応じて計算されるものとします。 

【受益証券の混蔵保管および返還請求の取扱い】 

第47条    ＜削除＞ 

【償還金の時効】 

第48条  受益者が、信託終了による償還金について第46条（収益分配金、償還金および一部解約金の支払ならび

に収益分配金の再投資）第２項に規定する支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利

を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。 

【一部解約】 

第49条  受益者は、自己に帰属する受益権について、委託者に１口単位をもって一部解約の実行を請求すること

ができます。 

②  委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。この

場合における一部解約の価額は、当該請求受付日の基準価額とします。なお、前項の一部解約の実行の請

求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契

約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請

を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または

記録が行なわれます。 

③  平成19年１月４日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託

者の指定する証券会社または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平

成19年１月４日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成19年１

月４日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうもの

とします。 

④  委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、

第１項による一部解約の実行の請求の受付を中止することができるものとします。 

⑤  前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った

当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない

場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部

解約の実行の請求を受付けたものとして、第２項の規定に準じて計算された価額とします。 

【質権口記載又は記録の受益権の取り扱い】 

第49条の2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一

部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民

法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 
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【信託契約の解約】 

第50条    委託者は、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口を下ることとなったとき、こ

の信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと

きは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合におい

て、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

②    委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した

書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る全ての受

益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

③    前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき

旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

④    前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、

第1項の信託契約の解約をしません。 

⑤    委託者は、この信託契約を解約しないこととしたときは、解約をしない旨およびその理由を公告し、か

つ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対し

て書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

⑥    第3項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であっ

て、第3項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合は適用しませ

ん。 

【信託契約に関する監督官庁の命令】 

第51条    委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約

し信託を終了させます。 

②    委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第55条（信託約款の変

更）の規定にしたがいます。 

【委託者の登録取消等に伴う取扱い】 

第52条    委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、

この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

②  前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引

継ぐことを命じたときは、この信託は、第55条（信託約款の変更）第４項に該当する場合を除き、当該投

資信託委託会社と受託者との間において存続します。 

【委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い】 

第53条    委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡

することがあります。 

②    委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関す

る事業を承継させることがあります。 

【受託者の辞任および解任に伴う取扱い】 

第54条  受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、

その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができ

ます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第55条（信託約款の変

更）の規定にしたがい、新受託者を選任します。 

②    委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 

【信託約款の変更】 

第55条    委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と

合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびそ

の内容を監督官庁に届け出ます。 

②    委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨

およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に

対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則とし

て、公告を行いません。 

③    前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき

旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

④    前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、

第1項の信託約款の変更をしません。 

⑤    委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、か

つ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対し

て書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

【反対者の買取請求権】 

第56条  第50条（信託契約の解約）に規定する信託契約の解約または前条（信託約款の変更）に規定する信託約

款の変更を行う場合において、第50条（信託契約の解約）第３項または前条（信託約款の変更）第３項の

一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財

産をもって買取るべき旨を請求することができます。 

②    前項の買取請求の取扱いについては、委託者、受託者の協議により決定するものとします。 
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【公告】 

第57条    委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

【信託約款に関する疑義の取扱い】 

第58条    この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。 

 

【附 則】 

附則第１条 この信託約款において「自動けいぞく投資約款」とは、この信託について受益権取得申込者と委託者

の指定する証券会社または登録金融機関が締結する「自動けいぞく投資約款」と別の名称で同様の権利義

務関係を規定する約款または契約を含むものとします。この場合「自動けいぞく投資約款」は当該別の名

称に読替えるものとします。 

附則第２条 信託約款第46条（収益分配金、償還金および一部解約金の支払ならびに収益分配金の再投資）第４項

に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益

権の価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつ

ど調整されるものとします。 

また、同条同項に規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信

託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるも

のとします。 

附則第３条 平成18年12月29日現在の信託約款第９条（受益証券の発行および種類）、第10条（受益証券の発行に

ついての受託者の認証）、第13条（受益証券の再交付）から第15条（受益証券の再交付の費用）の規定お

よび受益証券に関する規定のうち受益権への読み替えに伴い変更等の生じた規定は、委託者がやむを得な

い事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。 

附則第４条 第24条（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図）に規定する「金利先渡取引」は、当事者間に

おいて、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経

過した日（以下「満期日」といいます。）までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公

表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を

取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本

として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標

利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 

附則第５条 第24条（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図）に規定する「為替先渡取引」は、当事者間に

おいて、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外

国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引

をいいます。以下本条において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該

先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。）を取り決

め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し

引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日におけ

る現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワ

ップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじ

め元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物

外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日にお

ける指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 

 

 

 

    上記条項により信託契約を締結します。 

 

 

 平成13年9月25日 

 

委託者 東京海上アセットマネジメント投信株式会社 

  

  

受託者 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社 

  

 



 

 

 

 

 

東京海上セレクション・日本株式 
 

投資信託説明書（交付目論見書） 
（訂正事項分） 

 

 

１．この投資信託説明書（交付目論見書）により行う「東京海上セレクション・日本株式」

（以下「当ファンド」といいます。）の受益権の募集については、委託会社は、金融商品

取引法（昭和23年法律第25号）第５条の規定により有価証券届出書を平成21年９月18日に

関東財務局長に提出しており、平成21年９月19日にその効力が生じております。また同法

第７条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成22年３月19日に関東財務局長に提

出しております。 

２．当ファンドは、主に国内株式を実質的な投資対象としています。当ファンドの基準価額

は、組入れた株式の値動きやそれらの株式の発行者の信用状況の変化等の影響により上下

しますので、投資元本を割り込むことがあります。したがって、当ファンドは元本が保証

されているものではありません。 

委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１０年３月 
 

東京海上アセットマネジメント投信株式会社 
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１ 投資信託説明書（交付目論見書）の訂正理由 
「東京海上セレクション・日本株式 投資信託説明書（交付目論見書）２００９年９月」（以下「交

付目論見書」といいます。）について、平成22年３月19日付で提出した半期報告書に基づく情報の更

新、および交付目論見書記載事項の一部について新たに訂正すべき事項が生じたため、下記の通り訂

正するものです。 

 

２ 訂正の内容 
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿＿＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載し

ている内容は、交付目論見書が更新されます。また＜追加＞の記載事項は交付目論見書に追加されま

す。 

 

第二部 ファンド情報 

第１ ファンドの状況 
１ ファンドの性格 
(2) ファンドの仕組み 

＜訂正前＞ 

（略） 

② 委託会社の概況 

・名称    東京海上アセットマネジメント投信株式会社 

・資本金の額 20億円（平成21年７月末日現在） 

・会社の沿革 

昭和60年12月 東京海上グループ（現：東京海上日動グループ）等の出資により、資産運

用ビジネスの戦略的位置付けで、東京海上エム・シー投資顧問株式会社の

社名にて資本金２億円で設立 

昭和62年２月 投資顧問業者として登録 

  同年６月 投資一任業務認可取得 

平成３年４月 国内および海外年金の運用受託を開始 

平成10年５月 東京海上アセットマネジメント投信株式会社に社名変更し、投資信託法上

の委託会社としての免許取得 

平成19年９月 金融商品取引業者として登録 

 

・大株主の状況（平成21年７月末日現在） 

株主名 住所 所有株数 所有比率

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 38,300株 100.0％
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＜訂正後＞ 

（略） 

② 委託会社の概況 

・名称    東京海上アセットマネジメント投信株式会社 

・資本金の額 20億円（平成22年１月末日現在） 

・会社の沿革 

昭和60年12月 東京海上グループ（現：東京海上日動グループ）等の出資により、資産運

用ビジネスの戦略的位置付けで、東京海上エム・シー投資顧問株式会社の

社名にて資本金２億円で設立 

昭和62年２月 投資顧問業者として登録 

  同年６月 投資一任業務認可取得 

平成３年４月 国内および海外年金の運用受託を開始 

平成10年５月 東京海上アセットマネジメント投信株式会社に社名変更し、投資信託法上

の委託会社としての免許取得 

平成19年９月 金融商品取引業者として登録 

 

・大株主の状況（平成22年１月末日現在） 

株主名 住所 所有株数 所有比率

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 38,300株 100.0％

 

２ 投資方針 
(3) 運用体制 

＜訂正前＞ 

（略） 

当ファンドは運用第一部（12名）が社内規則である「投資運用業に係る業務運営規程」に基づき運

用を担当します。 

運用におけるリスク管理は、運用リスク管理部門（６名）による法令・運用ガイドライン等の遵

守状況のチェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックさ

れるとともに、原則として月１回開催される運用管理委員会（管理本部担当役員を委員長に、運用・

営業・商品企画などファンド運用に関係する各部長が参加）において投資行動の評価が行われます。

（リスク管理についての詳細は、「３ 投資リスク」の「３.管理体制」をご参照ください） 

（略） 

（上記の体制や人員等については、平成21年７月末日現在） 

 

＜訂正後＞ 

（略） 

当ファンドは運用第一部（12名）が社内規則である「投資運用業に係る業務運営規程」に基づき運

用を担当します。 

運用におけるリスク管理は、運用管理室（６名）による法令・運用ガイドライン等の遵守状況の

チェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックされるとと

もに、原則として月１回開催される運用管理委員会（管理本部長を委員長に、運用・営業・商品企

画などファンド運用に関係する各部長が参加）において投資行動の評価が行われます。（リスク管

理についての詳細は、「３ 投資リスク」の「３.管理体制」をご参照ください） 

（略） 

（上記の体制や人員等については、平成22年１月末日現在） 
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３ 投資リスク 
＜訂正前＞ 

（略） 

３．管理体制 

委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立し

た管理本部において厳格に実施される体制としています。 

法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイド

ラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、

担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 

これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部

監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管

理体制を構築しております。 

（略） 

 

＜訂正後＞ 

（略） 

３．管理体制 

委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立し

た部門において厳格に実施される体制としています。 

法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイド

ラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、

担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 

これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部

監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管

理体制を構築しております。 

（略） 
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５ 運用状況 
「(1) 投資状況」および「(3) 運用実績」については、以下の内容に更新されます。 

＜更新後＞ 

以下は平成22年1月29日現在の運用状況です。 

また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 

 
(1) 投資状況 

資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）

親投資信託受益証券 日本 6,307,343,863 100.16 

コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） △10,560,123 △0.16 

合計（純資産総額） 6,296,783,740 100.00 

 

（ご参考：親投資信託の投資状況） 

当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。 

ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド 

資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）

株式 日本 14,831,506,350 97.52 

コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 376,352,772 2.47 

合計（純資産総額） 15,207,859,122 100.00 

 
(3) 運用実績 

① 純資産の推移 

期 年月日 

純資産総額 

（百万円） 

（分配落） 

純資産総額 

（百万円） 

（分配付） 

1口当たり 

純資産額(円) 

(分配落) 

1口当たり 

純資産額(円) 

(分配付) 

1期 (平成14年 6月20日) 53 53 1.0557 1.0557

2期 (平成15年 6月20日) 93 93 0.8772 0.8772

3期 (平成16年 6月21日) 451 451 1.1516 1.1516

4期 (平成17年 6月20日) 903 903 1.1274 1.1274

5期 (平成18年 6月20日) 2,764 2,764 1.5246 1.5246

6期 (平成19年 6月20日) 5,101 5,101 1.8875 1.8875

7期 (平成20年 6月20日) 6,544 6,544 1.4555 1.4555

8期 (平成21年 6月22日) 5,461 5,461 0.8476 0.8476

平成21年 1月末日 4,052 － 0.7138 －

2月末日 3,924 － 0.6815 －

3月末日 4,225 － 0.7034 －

4月末日 4,703 － 0.7651 －

5月末日 5,237 － 0.8322 －

6月末日 5,618 － 0.8569 －

7月末日 5,891 － 0.8951 －

8月末日 6,041 － 0.8934 －

9月末日 5,851 － 0.8548 －
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10月末日 6,002 － 0.8598 －

11月末日 5,657 － 0.8056 －

12月末日 6,332 － 0.8837 －

平成22年 1月末日 6,296 － 0.8767 －

 

② 分配の推移 

該当事項はありません。 

 

③ 収益率の推移 

期 年月日 収益率（％）（分配付） 

1期 (平成14年 6月20日) 5.6

2期 (平成15年 6月20日) △16.9

3期 (平成16年 6月21日) 31.3

4期 (平成17年 6月20日) △2.1

5期 (平成18年 6月20日) 35.2

6期 (平成19年 6月20日) 23.8

7期 (平成20年 6月20日) △22.9

8期 (平成21年 6月22日) △41.8

自 平成21年 2月 2日 

至 平成22年 1月29日 
22.8
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第２ 財務ハイライト情報 
＜追加＞ 

財務ハイライト情報の記載事項は、請求目論見書（訂正事項分）「第三部 ファンドの詳細情報」

の「第４ ファンドの経理状況」の「1 財務諸表」に記載すべき中間財務諸表から抜粋して記載し

ております。 

「中間財務諸表」については、あらた監査法人による中間監査を受けております。なお、中間監査

報告書については、請求目論見書（訂正事項分）「第三部 ファンドの詳細情報」の「第４ ファ

ンドの経理状況」に記載されている中間財務諸表の箇所に添付しております。 

 

東京海上セレクション・日本株式 

 

1 中間貸借対照表 

 
前中間計算期間末 

平成20年12月20日現在 

当中間計算期間末 

平成21年12月22日現在 

区分 金額（円） 金額（円） 

資産の部 

流動資産 

金銭信託 2,346,569 －

親投資信託受益証券 4,194,054,988 6,164,085,586

未収入金 19,054,097 60,870,076

流動資産合計 4,215,455,654 6,224,955,662

資産合計 4,215,455,654 6,224,955,662

負債の部 

流動負債 

未払解約金 20,433,377 14,777,222

未払受託者報酬 2,159,181 2,450,123

未払委託者報酬 38,325,400 43,489,682

その他未払費用 134,851 153,049

流動負債合計 61,052,809 60,870,076

負債合計 61,052,809 60,870,076

純資産の部 

元本等 

元本 5,449,141,991 7,082,975,355

剰余金 

中間剰余金又は中間欠損金（△） △1,294,739,146 △918,889,769

（分配準備積立金） 463,421,430 369,744,431

元本等合計 4,154,402,845 6,164,085,586

純資産合計 4,154,402,845 6,164,085,586

負債純資産合計 4,215,455,654 6,224,955,662
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2 中間損益及び剰余金計算書 

 

前中間計算期間 

自 平成20年 6月21日 

至 平成20年12月20日 

当中間計算期間 

自 平成21年 6月23日 

至 平成21年12月22日 

区分 金額（円） 金額（円） 

営業収益 

有価証券売買等損益 △3,228,965,846 199,681,628

営業収益合計 △3,228,965,846 199,681,628

営業費用 

受託者報酬 2,159,181 2,450,123

委託者報酬 38,325,400 43,489,682

その他費用 134,851 153,049

営業費用合計 40,619,432 46,092,854

営業利益又は営業損失（△） △3,269,585,278 153,588,774

経常利益又は経常損失（△） △3,269,585,278 153,588,774

中間純利益又は中間純損失（△） △3,269,585,278 153,588,774

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額

又は一部解約に伴う中間純損失金額の分

配額（△） 

△288,058,924 5,739,049

期首剰余金又は期首欠損金（△） 2,048,010,618 △982,004,234

剰余金増加額又は欠損金減少額 － 110,044,094

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は

欠損金減少額 
－ 110,044,094

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は

欠損金減少額 
－ －

剰余金減少額又は欠損金増加額 361,223,410 194,779,354

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は

欠損金増加額 
307,163,458 －

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は

欠損金増加額 
54,059,952 194,779,354

中間剰余金又は中間欠損金（△） △1,294,739,146 △918,889,769

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

区分 

前中間計算期間 

自 平成20年 6月21日 

至 平成20年12月20日 

当中間計算期間 

自 平成21年 6月23日 

至 平成21年12月22日 

有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 

移動平均法に基づき、原則と

して時価で評価しておりま

す。時価評価にあたっては、

親投資信託受益証券の基準

価額に基づいて評価してお

ります。 

親投資信託受益証券 

同左 
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（参考情報） 

当ファンドは、「ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借

対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、

同ファンドの状況は次のとおりです。 

なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。 

 

「ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド」の状況 

 

貸借対照表 

 [平成20年12月20日現在] [平成21年12月22日現在]

区分 金額（円） 金額（円） 

資産の部 

流動資産 

コール・ローン 308,254,031 250,449,181

株式 10,714,241,900 15,104,713,240

未収入金 － 99,225,315

未収利息 1,716 608

流動資産合計 11,022,497,647 15,454,388,344

資産合計 11,022,497,647 15,454,388,344

負債の部 

流動負債 

未払金 24,690,916 125,125,784

未払解約金 23,671,688 107,777,194

流動負債合計 48,362,604 232,902,978

負債合計 48,362,604 232,902,978

純資産の部 

元本等 

元本 21,746,616,102 26,031,215,277

剰余金 

剰余金又は欠損金（△） △10,772,481,059 △10,809,729,911

元本等合計 10,974,135,043 15,221,485,366

純資産合計 10,974,135,043 15,221,485,366

負債純資産合計 11,022,497,647 15,454,388,344
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（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

区分 
自 平成20年 6月21日 

至 平成20年12月20日 

自 平成21年 6月23日 

至 平成21年12月22日 

有価証券の評価基準及び評価方法 

 

株式 

移動平均法に基づき、原則

として時価で評価してお

ります。時価評価にあたっ

ては、金融商品取引所等に

おける最終相場（最終相場

のないものについては、そ

れに準ずる価額）、金融商

品取引所等が発表する基

準値、又は金融商品取引業

者等から提示される気配

相場に基づいて評価して

おります。 

株式 

移動平均法に基づき、原則

として時価で評価してお

ります。時価評価にあたっ

ては、金融商品取引所等に

おける最終相場（最終相場

のないものについては、そ

れに準ずる価額）、又は金

融商品取引業者等から提

示される気配相場に基づ

いて評価しております。 
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